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───────────────────────────────────────────────────

令和３年 第３回 ３月（定例）中 間 市 議 会 会 議 録（第２日）

令和３年３月４日（木曜日）

───────────────────────────────────────────────────

議事日程（第２号）

令和３年３月４日 午前10時00分開議

日程第 １ 一般質問

日程第 ２ 承認第２号 専決処分を報告し、承認を求めることについて

（令和２年度中間市一般会計補正予算（第１１号））

（日程第２ 質疑・討論・採決）

日程第 ３ 第５号議案 令和２年度中間市一般会計補正予算（第１２号）

日程第 ４ 第６号議案 令和２年度中間市特別会計国民健康保険事業補正予算（第４号）

日程第 ５ 第７号議案 令和２年度中間市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

日程第 ６ 第８号議案 令和２年度中間市病院事業会計補正予算（第２号）

（日程第３～日程第６ 質疑・委員会付託）

日程第 ７ 第９号議案 中間市事務分掌条例の一部を改正する条例

日程第 ８ 第１０号議案 中間市印鑑登録条例の一部を改正する条例

日程第 ９ 第１１号議案 中間市特別職職員の給与等に関する条例の一部を改正する条

例

日程第１０ 第１２号議案 中間市総合会館条例の一部を改正する条例

日程第１１ 第１３号議案 中間市国民健康保険条例及び中間市国民健康保険税条例の一

部を改正する条例

日程第１２ 第１４号議案 中間市介護保険条例の一部を改正する条例

日程第１３ 第１５号議案 中間市指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に関する入所

定員に係る基準、指定地域密着型サービス事業者の指定要

件並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び

運営に係る基準に関する条例等の一部を改正する条例

（日程第７～日程第１３ 質疑・委員会付託）

日程第１４ 第１６号議案 中間市子どもを守る条例

日程第１５ 第１７号議案 中間市陶芸所設置及び管理に関する条例

（日程第１４～日程第１５ 質疑・委員会付託）

日程第１６ 第１８号議案 中間市道路線の廃止について

日程第１７ 第１９号議案 中間市道路線の認定について
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日程第１８ 第２０号議案 中間市道路線の変更について

（日程第１６～日程第１８ 質疑・委員会付託）

日程第１９ 第２１号議案 福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数

の増加及び福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更につ

いて

（日程第１９ 質疑・討論・採決）

日程第２０ 会議録署名議員の指名

──────────────────────────

本日の会議に付した事件

議事日程のとおり

──────────────────────────

出席議員（14名）

１番 植本 種實君 ２番 小林 信一君

３番 堀田 克也君 ４番 柴田 芳信君

５番 田口 澄雄君 ７番 掛田るみ子君

８番 草場 満彦君 ９番 中尾 淳子君

１０番 山本 慎悟君 １１番 安田 明美君

１２番 梅澤 恭徳君 １３番 柴田 広辞君

１４番 中野 勝寛君 １６番 下川 俊秀君

──────────────────────────

欠席議員（１名）

１５番 井上 太一君

──────────────────────────

欠 員（２名）

──────────────────────────

説明のため出席した者の職氏名

市長 ……………… 福田 浩君 副市長 …………… 白尾 啓介君

教育長 …………… 片平 慎一君 市立病院長 ……… 瓜生 康平君

総務部長 ………… 田中 英敏君 市民部長 ………… 船津喜久男君

保健福祉部長 …… 藤田 宜久君 建設産業部長 …… 篠田 耕一君

環境上下水道部長 ………………………………………………… 安徳 保君

教育部長 ………… 佐伯 道雄君 市立病院事務長 … 末廣 勝彦君

消防長 …………… 三船 時彦君 総務課長 ………… 後藤 謙治君

公共施設管理室長 ………………………………………………… 大貝 憲司君

安全安心まちづくり課長 ………………………………………… 石井 浩司君
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財政課長 ………… 蔵元 洋一君 企画課長 ………… 平川 佳子君

人権男女共同参画課長 …………………………………………… 大庭 省二君

市民課長 ………… 松原 邦加君 健康増進課長 …… 岩河内弘子君

こども未来課長 … 船元 幸徳君 都市計画課長 …… 白石 和也君

産業振興課長 …… 山本 竜男君 上水道課長 ……… 田中 秀一君

市立病院課長 …… 久場康三郎君 教育施設課長 …… 北原 鉄也君

生涯学習課長 …… 米満 孝智君

選挙管理委員会事務局長 ………………………………………… 中野 義雄君

──────────────────────────

事務局出席職員職氏名

事務局長 西村 拓生君 書 記 東 隆浩君

書 記 志垣 憲一君 書 記 千々和 完君

──────────────────────────────
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一 般 質 問 （令和３年第３回中間市議会定例会）

令和３年３月４日 ＮＯ．１

質 問 者 質 問 事 項 ・ 要 旨 指定答弁者

中 尾 淳 子

市立病院廃院後に向けた課題と取り組みについて

本年２月５日の中間市議会臨時会において中間市立病院の廃

止に関する条例が再度上程され、可決されました。

これにより、３月末をもって廃院となることが決定しました。

今後、廃院に向けての諸課題についての取り組みを伺います。

市立病院

院 長

事 務 長

新型コロナウイルスワクチン接種の体制について

新型コロナウイルス感染の収束の鍵を握るワクチン接種につ

いて、海外３社から計３億１,４００万回（１億５,７００万人

分）の供給を受ける予定で、これは国民全員分に相当するそう

です。医療従事者の方々、そして６５歳以上の高齢者への接種

について本市での取り組み、体制について伺います。

市 長

担当部課長

植 本 種 實

新年度のコロナ対策について

新型コロナウイルスは中間市にも大きな影響を与えていま

す。新年度予算には、商工業者・収入減の家庭に対して、どの

ような予算が盛り込まれているのかお尋ねします。

市 長

担当部課長

市長選挙、市議会議員一般選挙の会場について

６月に行われる市長選挙、市議会議員一般選挙についてお尋

ねします。

（１）コロナ禍での選挙となりますが、選挙会場での感染予防

対策についてどのような対策をとられる予定ですか。

（２）現在、期日前投票の会場は市役所３階のみですが、他の

公共施設も期日前投票の会場にするという検討はされています

か。

（３）期日前投票で市役所を訪れる市民から

①本館南側駐車場が狭いため乗降が難しい。

②本館南側駐車場の出入り口が狭いため、出入り口の増設等を

してほしい。

③本館南側駐車場の出入り口付近は交通量が多く、駐車場への

乗り入れが困難であるため、交通誘導をする警備員を配置して

ほしい。

④市役所本館地下駐車場は公用車があるため狭く、車の乗降と

待機場所の確保が大変。

⑤車椅子を利用し、介助が必要な方がエレベーターで３階に移

動するのが大変。

⑥障がい者トイレの場所が分かりづらい。

⑦河川敷駐車場に駐車すると市役所までの距離が遠い。

などの声があります。

このことについて、どのようにお考えか伺います。

市 長

担当部課長
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一 般 質 問 （令和３年第３回中間市議会定例会）

令和３年３月４日 ＮＯ．２

質 問 者 質 問 事 項 ・ 要 旨 指定答弁者

田 口 澄 雄

中間市の財政状況について

公共施設の廃止の理由が、「中間市の財政が厳しい」という

ことですが、実際のところどうなのでしょうか。収入と支出の

両面から検討したいと思います。

また、公的施設の廃止が続いていますが、中間市内の循環型

の経済を考えたときに、規模の縮小が続き、今より厳しくなる

のが本当のところではないでしょうか。

市 長

担当部課長

財政再生団体について

このままでは、中間市は財政再生団体になるとの説明が、再

三なされますが、そのことの真偽と財政再生団体になるとどう

なるのかお聞きします。

市 長

担当部課長

柴 田 芳 信

市立病院問題について

①患者さんの対応について

・現在入院されている方

・現在診療されている方

・カルテが残っている方

・入院の対応はいつまでか

②職員の皆さんに対する問題について

・医師、看護師、技師、事務職員の方々

・本庁に帰られる方々の問題

・関係する皆様

③訪問診療、訪問看護、訪問リハビリを受けられている方々

④これからのコロナ対応について

・発熱外来者の対応について

・ワクチン接種について（安全性・有効性・リスクの開示）

・訪問接種について

⑤これからの地域医療をどの様に守っていくのか

⑥使用できる器具等の扱いについて

⑦病院跡地の扱いについて

市 長

担当部課長

東西出張所問題について

東西の出張所が廃止され、不自由をきたしております。今後

の市の考え方について

①毎週木曜日、窓口業務が延長されましたが、その状況を教え

ていただきたい。

②通谷や太賀団地に住まわれている方は、一旦コミュバスを使

用したとしても公共交通機関に乗り換えとなる。徳若バス停か

ら８分、新手バス停から６分歩かないと行けない。もっと利便

性の良くなる方法はどのように考えておられますか。

市 長

担当部課長
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一 般 質 問 （令和３年第３回中間市議会定例会）

令和３年３月４日 ＮＯ．３

質 問 者 質 問 事 項 ・ 要 旨 指定答弁者

小 林 信 一

厳しい財政下における市政の今後について

令和３年２月５日には市立病院の廃止条例が可決され、３月

３１日に市立病院が廃止となります。市立病院廃止条例の審議

の中で、入院患者、通院治療中の方は治療の継続ができるよ

う、また職員の就業先の世話をきちんとやると答えています

が、その進捗状況をお伺います。

さらに、市立病院廃止条例可決後に市民説明を行うとも答え

ていましたが、いつどのような形で説明をされるのかお伺いし

ます。

次に、中間市公共施設等個別施設計画を策定し、中間市公共

施設等総合管理計画推進会議に諮り、私が決定し取り組みを行

うとも答えており、個別施設計画は令和２年度中にと聞き及ん

でいるが個別施設計画はいつ公表されるのかお伺いします。

また、厳しい財政状況の中にあって、財政の立て直しが取り

組まれているが、社会教育施設の中間市市民会館、中間市民図

書館、中間市社会体育施設の指定管理について、平成３０年

１２月議会の総合政策委員会において、運営協議会を設置し、

事業内容の見直しを検討し、年度ごとの指定管理料について経

費の削減に努めることが確認されていた。指定管理料の見直し

がどこまで進んでいるのか、また、各施設の施設設備等の修繕

や機器等の交換費用はどの程度必要か併せてお伺いします。

最後に、令和２年１２月に中間市学校施設再編基本計画策定

委員会が設置され、令和３年度の早い時期に中間市学校施設再

編基本計画を策定したいとのことでしたが、保護者や地域の

方々の関心は高く、情報提供と説明を求められているようで

す。学校施設再編基本計画の策定の時期及び保護者・地域への

情報提供と説明会はいつ頃をお考えか、お伺いします。

市 長

教 育 長

担当部課長
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一 般 質 問 （令和３年第３回中間市議会定例会）

令和３年３月４日 ＮＯ．４

質 問 者 質 問 事 項 ・ 要 旨 指定答弁者

掛 田 るみ子

要支援者の避難のための個別計画策定について

近年、激甚化する自然災害では、高齢者や障がい者などが、

逃げ遅れ犠牲になるケースが後を絶ちません。事前に一人一人

の避難方法を決めておく「個別計画」作りを国も加速させよう

としております。

昨年６月議会でも、自治会任せでなく、福祉部局と連携し個

別計画の策定を推進するようにと質問しましたが、その後の進

捗状況と今後の取り組みについてお伺いします。

市 長

担当部課長

デジタル化の推進による、行政の利便性と効率性の向上につい

て

少子高齢化が進む日本を持続可能にする鍵が、「デジタルト

ランスフォーメーション」いわゆるデジタル化による変革であ

ると位置づけられております。国も行政のデジタル化を積極的

に推進しています。中間市の取り組みについてお伺いします。

１．行政手続きのオンライン化はどこまで進んでいるのでしょ

うか。

２．マイナポータル・ぴったりサービスの活用について伺いま

す。

３．サービスを受けるためにはマイナンバーカードが必要です

が、現状と普及率向上のための取り組みについて伺いま

す。

４．高齢者など、取り残されることがないようにサポートが求

められますが、対応についてお伺いします。

５．行政事務の自動化（ＲＰＡ）はどこまで進んでいますか。

６．デジタル化推進体制についてお伺いします。

市 長

担当部課長

投票率向上のための投票所のあり方について

６月１３日市長選挙と市議会議員一般選挙が同時に行われま

すが、中央公民館など、今年度末で閉鎖する施設の中には投票

所として利用されているところもあります。代替施設の確保等

ができているのかお伺いします。また、密回避や投票率向上の

ため、商業施設や、学校など、期日前投票所の増設が求められ

ますが、見解を求めます。

市 長

担当部課長

草 場 満 彦

中間市公共施設等総合管理計画について

１．公共施設等個別施設計画の現状を伺います。

２．学校施設再編基本計画の現状を伺います。

３．上水道施設の個別計画の現状を伺います。

市 長

担当部課長



- 32 -

議案の委員会付託表

令和３年３月４日

第３回中間市議会定例会

議案番号 件 名 付託委員会

第 ５号議案 令和２年度中間市一般会計補正予算（第１２号） 別 表 １

第 ６号議案
令和２年度中間市特別会計国民健康保険事業補正予

算（第４号）

市民厚生第 ７号議案
令和２年度中間市後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号）

第 ８号議案 令和２年度中間市病院事業会計補正予算（第２号）

第 ９号議案 中間市事務分掌条例の一部を改正する条例 総合政策

第１０号議案 中間市印鑑登録条例の一部を改正する条例 市民厚生

第１１号議案
中間市特別職職員の給与等に関する条例の一部を改

正する条例
総合政策

第１２号議案 中間市総合会館条例の一部を改正する条例

市民厚生

第１３号議案
中間市国民健康保険条例及び中間市国民健康保険税

条例の一部を改正する条例

第１４号議案 中間市介護保険条例の一部を改正する条例

第１５号議案

中間市指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に関

する入所定員に係る基準、指定地域密着型サービス

事業者の指定要件並びに指定地域密着型サービスの

事業の人員、設備及び運営に係る基準に関する条例

等の一部を改正する条例

第１６号議案 中間市子どもを守る条例

第１７号議案 中間市陶芸所設置及び管理に関する条例 総合政策

第１８号議案 中間市道路線の廃止について

産業消防第１９号議案 中間市道路線の認定について

第２０号議案 中間市道路線の変更について
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別 表 １

令和２年度中間市一般会計補正予算（第１２号）

別 表 ２

歳 入

歳 出

条 付 託 事 項 付託委員会

第１条 第１表 歳入歳出予算補正 別 表 ２

第２条 第２表 繰越明許費 各委員会

第３条 第３表 地方債補正 総合政策

款 別 款 名 ・ 項 別 付託委員会

全 款 各所管に係るもの 各委員会

款 別 款 名 項 別 付託委員会

１ 議 会 費 全 項
総合政策

２ 総 務 費

全 項（他の所管に係る分を除く）

１項１０目 市民厚生

１項１３目 産業消防

３項の一部
市民厚生

３ 民 生 費
全 項（他の所管に係る分を除く）

１項１目、３目の一部 総合政策

４ 衛 生 費

全 項（他の所管に係る分を除く） 市民厚生

１項１目、３項 総合政策

２項

産業消防５ 労 働 費 全 項

７ 商 工 費
全 項（他の所管に係る分を除く）

１項１目・３目 総合政策

８ 土 木 費 全 項 産業消防

９ 消 防 費
全 項（他の所管に係る分を除く） 産業消防

１項１目の一部・４目

総合政策１０ 教 育 費 全 項

１２ 公 債 費 全 項
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午前10時00分開議

○議長（下川 俊秀君）

おはようございます。ただいまの出席議員は１４名で、定足数に達しておりますので、

ただいまより会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配布しておりますので、ご了承をお願いいたします。なお、

本日の議案等の朗読は省略したいと思いますので、ご了承をお願いいたします。

────────────・────・────────────

日程第１．一般質問

○議長（下川 俊秀君）

これより、日程第１、一般質問に入ります。あらかじめ通告のありました順に従い、こ

れより一般質問を許します。

まず、中尾淳子さん。

○議員（９番 中尾 淳子君）

おはようございます。公明党の中尾でございます。通告に従いまして、一般質問をさせ

ていただきます。本年２月５日の中間市議会臨時会議におきまして、市立病院廃院に関す

る条例が再度上程され、可決されました。これにより、中間市立病院が今月、３月末をも

って閉院となります。市民の皆様には、多大な不安とご心配、ご不便をおかけする結果と

なりました。市立病院は、銀行からの借入金が限度額の７億円を超え、令和３年度の赤字

見込額は２億５,０００万円になると伺っています。中間市が赤字補塡を継続して行えば、

令和５年度中に中間市が財政破綻する見込みとなります。

市立病院の赤字解消のためのシミュレーションを４パターン示されました。一つ目は、

救急外来をやめ、入院を２階のみにする。二つ目は、入院をやめて、通院のみにする。さ

らに通院の診療科目を減らすなど、運営を縮小したとき、いずれも年間１億２,０００万

から２億５,０００万の赤字となることが判明いたしました。先送りをした分だけ、中間

市の財政負担が増すばかりであり、市民の皆様への行政サービスに影響が出てくることは

明白であります。

さきに財政破綻をし、財政再建団体となった北海道の夕張市のように、中間市を第２の

夕張にしてはならないと、公明党としては苦渋の決断をし、閉院に賛成いたしました。今

月末の閉院に向けて、膨大な課題、問題の解消に昼夜を問わず、大変なご苦労をされてい

ることと思いますが、閉院に向けた課題、今後のスケジュールについて、何点かお伺いい

たします。

初めに、先日、内科と外科の二つの診療科にかかり、通院していた人の転院先について、

それぞれ二つの病院を紹介されましたが、一つの病院でまとめて診療を受けられる転院先

を希望される方からの相談がありました。早速、病院の１階にあります転院相談室に伺い

ました。大変丁寧な対応をしていただき、二つの診療科を兼ね備えた病院を紹介していた
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だき、大変に安心し、本人も喜ばれていました。本当にありがとうございました。ちなみ

に、入院患者さんや通院されている人の転院先の確保の状況について、お伺いいたします。

院長、よろしくお願いいたします。

○議長（下川 俊秀君）

瓜生市立病院長。

○市立病院長（瓜生 康平君）

ご質問にお答えする前に、一言だけ。まず、今回、このような廃院という形になりまし

て、患者様をはじめ、多くの関係者の方にご迷惑、ご苦労をおかけしていることを陳謝い

たします。また、当院は昭和４０年の開院以来、多くの方々に支援をいただきながら運営

をしてまいりましたので、現在までに賜りましたご支援に対して、この場を借りて御礼申

し上げます。ありがとうございました。

それではご質問にお答えいたします。

市立病院の廃院後に向けた取組についてですけれども、まず患者様の転院手続に関して

ですけれども、２月８日に１階に転院についての相談窓口を設置しており、ご本人の希望

を聞き取りした上で、担当医のほうから症状に応じた医療機関の紹介を行っております。

また、外来診察の予約は３月１９日までとしておりまして、入院については様々な廃院手

続、また診療報酬請求等を考えました場合に、３月中旬での入院制限が必要ということを

判断しまして、２月末まで他院からの転院の受入れを行い、３月１６日をめどに入院患者

さんの転院、それから退院手続を完了するように手続を進めているところでございます。

また、懸念しておりました透析患者の受入先については、近隣の医療機関のご協力によ

り、現在、ほぼ全員に関して確保できている状況です。なお、閉院についての取扱いにつ

いては、直接患者様にお伝えしているということと、院内掲示、ホームページ等で周知し

ております。なお、廃院の手続に廃棄等、通常であれば数か月かかるところですけれども、

それを２か月で行わなければいけないということで、一般職を含めて業務負担が増加して

おりますけれども、鋭意業務に取り組んでおります。

転院先の確保状況ですけれども、当院の入院患者及び外来患者の転院先の確保について

は、２月末日現在ですけれども、約３,０００人の患者数の内５０％、１,５００人近くの

方の紹介が終わっております。３月中に残りの、主として外来の方々ですけれども、の紹

介を完了させる予定でございます。

○議長（下川 俊秀君）

中尾淳子さん。

○議員（９番 中尾 淳子君）

常勤医師及び医療スタッフ、職員、看護師の方々の転職の状況について伺います。

○議長（下川 俊秀君）

瓜生市立病院長。



- 37 -

○市立病院長（瓜生 康平君）

行政整理となる職員についてですけれども、近隣の医療機関に求職の案内についてお願

いして、５０を超える医療機関から問合せや求人情報の提供をいただいているところであ

ります。いただいた情報につきましては、順次職員へ周知を行っておりまして、現在、多

くの職員が求職活動に取り組んでいる状況です。

○議長（下川 俊秀君）

中尾淳子さん。

○議員（９番 中尾 淳子君）

次に、転院先への診療情報提供書について、伺います。病院閉院に起因する転院のため、

この診療情報提供書の交付手数料は発生するのでしょうか、伺います。

○議長（下川 俊秀君）

末廣市立病院事務長。

○市立病院事務長（末廣 勝彦君）

病院都合での転院となりますので、手数料について患者様にはご負担いただいておりま

せん。

○議長（下川 俊秀君）

中尾淳子さん。

○議員（９番 中尾 淳子君）

膨大な資料になると承知しておりますが、自己都合ではないため、手数料の負担はご考

慮いただけたらと思っていました。よろしくお願いいたします。

次に、今後、病院の建物や医療機器等の処理について、決定したことでなくても結構で

す。見通しを伺います。

○議長（下川 俊秀君）

末廣市立病院事務長。

○市立病院事務長（末廣 勝彦君）

建物解体及び医療機器等の処分の予定は未定でございますが、医療機器等の残置物につ

きましては、令和３年度中に処分を行いたいと考えております。医療機器の中には特定管

理産業廃棄物に該当するものもあることから、専門家の意見をいただきながら、適正に処

理を行う必要がございます。なお、建物の解体につきましては、ただいまご説明いたしま

した病院内残置物の処理後になると考えております。

○議長（下川 俊秀君）

中尾淳子さん。

○議員（９番 中尾 淳子君）

昼夜を問わず、閉院に向けて取り組んでおられる職員の皆様、体力的にも精神的にも激

闘の日々と思いますが、命を守り、支えてこられた皆様の尊き献身に、心から感謝を申し
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上げまして、次の質問に移ります。

○議長（下川 俊秀君）

中尾淳子さん。

○議員（９番 中尾 淳子君）

次に、新型コロナウイルス感染予防ワクチンの接種の今後の取組について、伺います。

新型コロナウイルスの感染予防収束の鍵を握るのがワクチンです。国内での接種が２月

１７日から約４万人の医療従事者を対象に開始されました。新型コロナウイルス感染の収

束に向け、海外からの製薬会社から１億５,７００万人の供給を受けると伺っています。

これにより、希望する全国民への無料接種が可能となります。

しかしながら、ワクチンが世界的に逼迫しているため、先の見通しが不透明で、明確な

スケジュールが組みにくい状況であると思いますが、ワクチン接種の実務を担うのは自治

体であります。医療従事者の後に本市での安心できる接種体制の、今後の取組について、

スケジュールを伺います。

○議長（下川 俊秀君）

藤田保健福祉部長。

○保健福祉部長（藤田 宜久君）

新型コロナウイルス感染症の拡大防止や国民の生命及び健康を守るため、ワクチン接種

には大きな期待が寄せられているところでございます。国では、本年２月１７日から、国

立病院等に勤務する医療従事者等への優先接種が開始され、一般の医療従事者等への接種

は３月から実施予定とされております。そして、先月の発表によりますと、国は４月５日

からワクチンの発送を行い、４月１２日から地方自治体が行います６５歳以上の高齢者ワ

クチン接種が開始されることとしております。

しかしながら、ワクチンの量は十分ではないため、優先順位につきましては、都道府県

に委ねている状況でございます。その後、基礎疾患のある方、及び高齢者施設職員、そし

て最後に一般の１６歳以上の方の接種予定となっております。本市といたしましても、国

からの要請に基づき、４月１２日以降の接種開始に向けて準備を進めているところでござ

います。

そこで、議員ご質問のワクチンの接種スケジュールでございますが、住民に対します接

種体制につきましては、昨年より遠賀中間医師会をはじめ、同医師会管内の遠賀郡４町等、

関係機関と連携し、協議を重ねた結果、まずは集団接種で実施することとしております。

国からの要請では、３月中に６５歳以上の高齢者に対しまして案内文と接種券を送付し、

その後、予約を受け付け、４月１２日以降のワクチン接種予定でございます。

本市の高齢者数や接種率等を考慮しますと、約３か月かかる予定であり、その後に残り

全ての方に対しまして案内文と接種券を送付し、基礎疾患のある方から予約を受け付け、

その後、一般の方の予約を受け付け、接種予定となっております。しかし、先ほども申し
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上げましたとおり、ワクチンの配給量等、不確定な部分もあり、接種開始が遅れる可能性

もございますが、最終的には国が示すとおり令和４年２月末までに全ての対象者の接種を

終了したいと考えております。

○議長（下川 俊秀君）

中尾淳子さん。

○議員（９番 中尾 淳子君）

今、部長にご答弁いただきましたように、４月以降に開始を目指すとされています

６５歳以上の高齢者について、なるべく身近なところでの接種を望まれると思いますが、

変異ウイルス対策などの課題は山積みで、大変なご苦労の中、検討されていると思います

が、接種会場、さらにそれに伴う人員の確保や事務処理の方の確保について、準備状況を

伺います。

○議長（下川 俊秀君）

藤田保健福祉部長。

○保健福祉部長（藤田 宜久君）

現在の計画といたしましては、集団接種を行うための会場として、保健センターを主た

る会場として検討しております。本市の高齢者数等を考慮いたしますと、平日に１会場で

４日間、日曜日等は２会場で実施する予定でございます。しかし、保健センターでは乳幼

児等に対します母子保健事業予定が既に年間スケジュールに入っておりますことから、な

かまハーモニーホールや地域交流センター等、他の公共施設の使用も含め、当該施設と協

議を行っているところでございます。

また、接種券等の印刷及び発送等につきましては、本年１月に業務委託を行い、今月中

に発送予定をしております。そして、接種状況の管理を行うための健康管理システムの改

修につきましては既に終了しており、さらに接種予約や接種についての一般的な相談に対

するコールセンターを保健センター内に設置することとし、電話回線の敷設やパソコンの

ＬＡＮの配線等改修を行い、今月中には稼働させる予定でございます。なお、コールセン

ターの運営につきましては、従事者の派遣を含めまして、業務委託することとしておりま

す。

そして、ワクチン接種体制の中でも最も重要になります、医師や看護師、薬剤師等の確

保につきましては、遠賀中間医師会等と連携の下、本年２月下旬に市内医療機関等へ個別

に訪問し、協力依頼を行ったところであり、高齢者施設等への巡回接種及び各医療機関で

の個別接種につきましては、現在、調査依頼中でございます。また、医療関係者以外の従

事者につきましては、接種会場で非接種者を誘導する要員等多数必要となりますことから、

業者委託での対応を予定しておりますが、加えまして職員応援制度等により、所属を超え

て市職員の従事も予定しているところでございます。さらに、国からの要請に基づく会場

責任者につきましては、管理職で対応することとしております。
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今回の集団接種につきましては、多くの方を効率よく実施する必要がありますことから、

遠賀中間医師会等との意見を伺いながら、接種会場内のレイアウトや動線等を工夫し、ス

ムーズにワクチン接種が行えるよう、シミュレーションも行う予定でございます。しかし

ながら、先ほども申し上げましたとおり、いまだワクチンの配給量等、不確定な部分もあ

りますことから、国や県の動向を注視するとともに、関係機関とも連携を図りながら、ワ

クチンの配給が始まり次第、市民の皆様に遅延なく接種ができるよう、体制整備に務めて

まいります。

○議長（下川 俊秀君）

中尾淳子さん。

○議員（９番 中尾 淳子君）

今、部長からご回答いただきましたように、申込書を今月中に発送ということでありま

したが、接種会場での円滑な運営のために、問診票を接種券に添付して、郵送されてはい

かがかと思いますが、もう間に合わないのでしょうか。

○議長（下川 俊秀君）

岩河内健康増進課長。

○健康増進課長（岩河内弘子君）

問診票につきましては、コールセンターでワクチン接種の予約受付をいたしました後に、

接種予約された方々に対して個別に実施案内とともに郵送することといたしております。

まずは接種券のほうが先に皆様にお送りした後に、その中のコールセンターのほうで予約

を受付いたした後、個別に郵送するという流れになっております。

○議長（下川 俊秀君）

中尾淳子さん。

○議員（９番 中尾 淳子君）

次に、ワクチンの安全性、有効性について、ワクチンは海外からの供給を受けています

けども、日本での医薬品としての承認を得るために、人での有効性や安全性について調べ

る臨床試験で有効性が認められ、薬事承認されました。新しいワクチンなだけに、安全性

や副反応への対応が重要となってまいりますが、９５％の予防効果が確認されたと報告さ

れています。

海外での実際の接種では、重い副反応などはごくまれで、重大な懸念がないことも報告

されていますが、副反応が全くゼロではありません。先日も、６０代の女性が接種後、

３日後にくも膜下出血で亡くなられたと報道がありました。ワクチンとの因果関係は分か

っていませんが、副反応がゼロでないことも事実でございます。また、史上初の取組のた

め、接種後１５分程度、会場にて待機すると伺っていますが、その間に仮に副反応の症状

が出た人への対応について、どのような対策をお考えですか。お伺いいたします。

○議長（下川 俊秀君）
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岩河内健康増進課長。

○健康増進課長（岩河内弘子君）

国からの手引き等に基づきまして、ワクチン接種会場には救急物品一式を配置いたしま

すとともに、接種を受けた方につきましては、接種後３０分ほどは接種会場にて待機して

いただくようにいたしております。接種会場には医師が従事いたしますので、副反応の症

状が出た場合には、直ちに医師の診察、処置を受けていただくとともに、医師の指示によ

りまして、必要時には救急搬送等の体制を取ることといたしておりまして、関係機関とも

調整を進めているところでございます。

議員ご指摘のとおり、ワクチン接種にあたりましては、副反応に対する対応を含め、十

分な体制を整備いたしまして、臨む予定でございます。

○議長（下川 俊秀君）

中尾淳子さん。

○議員（９番 中尾 淳子君）

よろしくお願いいたします。

では次に、高齢者施設での接種体制について、伺います。接種済みの高齢者と未接種の

若年層の人が混在することは、なるべく避けたほうがいいのではないかとの見方がありま

すが、本市としてはどのようにお考えでしょうか、お伺いいたします。

○議長（下川 俊秀君）

岩河内健康増進課長。

○健康増進課長（岩河内弘子君）

高齢者施設の従事者の方々への接種体制につきましては、施設内のクラスター対策によ

りまして、一層の推進をする必要がございますことから、市町村及び施設等の双方の体制

が整う場合には、介護保険施設や一定の要件を満たす高齢者施設において、当該施設内で

高齢者と同時に同じタイミングで従事者の接種を行うことも差し支えないとの通知を受け

ております。したがいまして、本市といたしましても、現在、市内各病院等に巡回接種に

つきまして意向調査を行っている状況でございますことから、その結果を踏まえまして、

遠賀中間医師会等関係機関と協議を重ねてまいりたいと考えております。

○議長（下川 俊秀君）

中尾淳子さん。

○議員（９番 中尾 淳子君）

最後に、ワクチン接種については、一人一人が納得の判断をされることが重要と思いま

すが、多くの人が接種して初めて効果が出るものと思います。ワクチンの供給が世界的に

逼迫する中、ワクチンの供給が遅れることが見込まれる、そのような状況の中、接種事業

には皆様に心から感謝を申し上げ、そしてコロナが一日も早く終息する日を待ち望みまし

て、一般質問を終わります。ありがとうございました。
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………………………………………………………………………………

○議長（下川 俊秀君）

この際、５分間休憩いたします。

午前10時21分休憩

………………………………………………………………………………

午前10時23分再開

○議長（下川 俊秀君）

休憩前に引き続き、会議を開きます。

一般質問を続けます。

植本種實君。

○議員（１番 植本 種實君）

おはようございます。私は明政クラブの植本種實でございます。通告により、一般質問

をいたします。まず、新型コロナウイルス対策について、お尋ねします。一日も早い新型

コロナウイルスの収束を願うばかりですが、コロナ被害は中間市民にも大きなものがある

と思います。新年度予算には、商工業者、収入減の家庭などに対して、どのような予算措

置が盛り込まれているのか、お尋ねいたします。

○議長（下川 俊秀君）

田中総務部長。

○総務部長（田中 英敏君）

本市の新型コロナウイルス感染症に関する事業は、国からの新型コロナウイルス感染症

対応臨時交付金を主軸に実施しております。この交付金は、第１次補正予算として１億

９,９４０万円、第２次補正予算として５億２６０万円、第３次補正予算の国庫補助事業

等の地方負担額を基礎とした額として２,９９０万円、第３次補正予算として２億

３,６５０万円と、現時点で総額９億６,８４０万円の交付限度額が示されております。

これらの交付金のうち、第３次補正予算の２億３,６５０万円が令和３年度予算の財源

となりますが、その事業の内容につきましては３月１２日の本会議において、令和３年度

補正予算（第１号）として提案させていただき、ご審議いただく予定としております。

○議長（下川 俊秀君）

植本種實君。

○議員（１番 植本 種實君）

提案されるときに具体的なものがありますか。

○議長（下川 俊秀君）

平川企画課長。

○企画課長（平川 佳子君）

主な事業といたしましては、地域子育て、失礼しました。地域子ども子育て支援事業に
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おけるマスク購入等の感染拡大防止対策に係る支援として２４６万８,０００円、保育所

等におけるマスク購入等の感染拡大防止対策に係る支援として１６５万円、プレミアム付

商品券事業として６,０００万円、家庭用ごみ袋無料引換券配布事業として２,８７０万円

を計上しております。

○議長（下川 俊秀君）

植本種實君。

○議員（１番 植本 種實君）

対策は大変お忙しいようですけど、現在進行形のコロナ被害です。柔軟で確実な対応を

していただきたいと思います。

次に、６月に行われる市長選挙、市会議員選挙についてお尋ねします。コロナ禍の中で

の選挙となりますが、選挙会場での感染防止対策などはどのように予定されているか、お

尋ねいたします。

○議長（下川 俊秀君）

中野選挙管理委員会事務局長。

○選挙管理委員会事務局長（中野 義雄君）

選挙会場での新型コロナウイルス感染予防対策といたしましては、令和２年１１月に福

岡県選挙管理委員会事務局が策定した投票所・開票所における新型コロナウイルス感染症

対策マニュアルに基づく対応を取ることを想定しております。具体的な感染予防対策とい

たしましては、投票所の出入口に消毒液を設置し、定期的に換気を行います。また、密

閉・密集・密接の、いわゆる３密を防止するため、人との距離の確保についてお願いする

文書等を掲示し、投票用紙に記入する際に使用する記載台につきましては、一定の間隔を

空けるとともに、定期的に消毒を行います。

さらに、投票所の職員等につきましては、飛沫防止のためフェイスシールドとマスクを

着用することとします。現在、緊急事態宣言は解除されていますが、今後、緊急事態宣言

が再度発令された場合におきましても、選挙は公職選挙法第３３条等の規定に基づき執行

されるものであり、不要不急の外出に該当しないものであることから、選挙人の投票機会

及び投票における安全・安心の確保に配慮した管理執行に努めてまいりたいと考えており

ます。

○議長（下川 俊秀君）

植本種實君。

○議員（１番 植本 種實君）

コロナが収まらなくても、必ず行われるということですね、選挙は。いずれにしてもコ

ロナが再発しないように十分対策を取っていただくよう、お願い申し上げます。

次に、私は期日前投票会場について、お尋ねします。６月に行われる中間市の選挙はど

こを予定されていますか、期日前投票の場所です。
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○議長（下川 俊秀君）

中野選挙管理委員会事務局長。

○選挙管理委員会事務局長（中野 義雄君）

期日前投票所につきましては、市役所本館第２会議室を予定しています。

○議長（下川 俊秀君）

植本種實君。

○議員（１番 植本 種實君）

始まって何年ぐらいになりますか、ここの会場で。

○議長（下川 俊秀君）

中野選挙管理委員会事務局長。

○選挙管理委員会事務局長（中野 義雄君）

市役所本館第２会議室を使用するようになって、１７年になります。

○議長（下川 俊秀君）

植本種實君。

○議員（１番 植本 種實君）

期日前投票をされる有権者は何人ぐらいで、それは投票数何パーセントぐらいに当たり

ますか。

○議長（下川 俊秀君）

中野選挙管理委員会事務局長。

○選挙管理委員会事務局長（中野 義雄君）

平成２９年６月１８日実施の市長選挙における期日前投票者数は３,６２９人で、投票

率は１７.８％、市議会議員一般選挙における期日前投票者数は３,６２８人で、投票率は

１７.８％でございます。

○議長（下川 俊秀君）

植本種實君。

○議員（１番 植本 種實君）

大まかに六日間ですかね、六日間で３,７００人が見えるということですね。

○議長（下川 俊秀君）

中野選挙管理委員会事務局長。

○選挙管理委員会事務局長（中野 義雄君）

そのとおりでございます。

○議員（１番 植本 種實君）

ほとんどの有権者は車で来ると思います。最近はミニバンの人も多くなりました。そこ

で、通谷方面から期日前投票に来た方の声を紹介いたします。この方はミニバンで車椅子

１人とその介添者の方と、計３人で来ました。その方が言われることには、川西方面から
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市役所へは入りやすいが、通谷方面からは入りにくい。そして、本館南側駐車場が狭いた

め、乗降が難しい。本館南側駐車場の出入口が狭いため、出入口の増設をしてほしい。一

方通行にしてほしい。本館南側駐車場の出入口付近は交通量が多く、駐車場への乗り入れ

が困難であるため、交通誘導をする警備員を配置してほしい。

市役所地下駐車場は公用車があるため狭く、車の乗降と待機場所の確保がない。人が歩

いている。車椅子を利用し、介護が必要な方がエレベーターで３階に移動するのが大変困

難である。車椅子同士はすれ違えない。障がい者トイレの場所が分かりづらい。河川敷駐

車場に駐車すると、会場までが遠い、などの声を聞いています。どのようにお考えですか。

○議長（下川 俊秀君）

大貝公共施設管理室長。

○公共施設管理室長（大貝 憲司君）

市役所本館南側の駐車場につきましては、敷地が県有地であり、出入口が県道に面して

いるため、新たに出入口を設置する場合は福岡県との協議が必要となりますが、駐車場が

交差点付近にあることから、福岡県と協議を行う前に警察と事前に協議を行う必要がござ

います。以前、本館南側駐車場に新しい出入口を設置するため、警察と協議を行った際に、

出入口を設置する条件として新たな出入口は左折専用とし、設置する出入口付近の県道の

センターラインに右折禁止用のポールを設置するなど、駐車場利用者が物理的に右折でき

ないような対策を行うこととし、さらに既存の出入口の間口を狭くし、駐車場内を一方通

行するとすることといった条件が付されております。

これらの条件を満たしながら、新しい出入口を設置するためには、駐車場の改修に費用

がかかりますので、現在の厳しい財政状況に鑑み、当面は難しいと考えております。この

ため、投票率の向上及び期日前投票に来られた市民の利便性向上のため、期日前投票期間

中は本館地下公用車駐車場の一部を投票に来られた市民専用の駐車場として開放いたして

おりますので、そちらをご利用いただければと思います。また、本館南側駐車場に交通誘

導員を配置してほしいということでございますが、こちらも現在の財政状況を鑑み、当面

は難しいと考えております。何かとご不便おかけいたしておりますけれども、ご理解いた

だきますよう、お願いいたします。

そのほか、議員からお話いただきました庁舎内の障がい者トイレやエレベーターなど、

市民の皆様からの声を厳に受け止め、最大限改善に向けた検討を行う所存でございます。

○議長（下川 俊秀君）

植本種實君。

○議員（１番 植本 種實君）

何事もお金が要るので、大変なことです。私は、４月には県知事選挙があります。６月

には中間の選挙、秋までは衆議院選挙があります。そのたびに同じような指摘がないよう、

会場を変えるか、もう１か所会場を設けてはどうかと思いますが、いかがお考えですか。
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○議長（下川 俊秀君）

中野選挙管理委員会事務局長。

○選挙管理委員会事務局長（中野 義雄君）

公職選挙法第４８条の２に期日前投票に関する規定があり、投票日当日に仕事等の理由

により投票に行けない選挙人のために各種選挙の公示日、または告知日の翌日から投票日

の前日までの期間において、期日前投票ができることとされております。議員ご指摘のと

おり、現在、本市における期日前投票所は市役所３階の第２会議室を期日前投票所として

いるところでございます。

ほかの公共施設も期日前投票所とすることを検討してはどうかとのご質問をいただきま

した。期日前投票所を増設した場合、二重投票を防止するための投票所間のネットワーク

の構築等の環境整備、投票箱や記載台等を配置できる広さがあるスペースの安定的な確保、

投票立会人や選挙事務従事者等の人員の確保、そして増設のために必要な経費の確保等が

課題として挙げられます。

期日前投票は、市民の利便性の向上及び投票環境の向上を図る有効な手段であり、ひい

ては投票率の向上にも寄与するものであると思われますが、新たな費用の発生や選挙の公

正の確保も考慮しなければなりません。以上のことから、選挙を公正に執行することに尽

力したいと考えておりますが、市民の利便性の向上も重要な課題であると認識しておりま

すので、ほかの公共施設も期日前投票所とすることについて検討してまいりたいと考えて

おります。

○議長（下川 俊秀君）

植本種實君。

○議員（１番 植本 種實君）

新たに投票所を設けるのにどれぐらいかかるか、検討されましたか。

○議長（下川 俊秀君）

中野選挙管理委員会事務局長。

○選挙管理委員会事務局長（中野 義雄君）

現在のところ、検討はいたしておりません。

○議長（下川 俊秀君）

植本種實君。

○議員（１番 植本 種實君）

検討していないのに、お金はたくさんかかるということですね。中間市は全体的に投票

率が低いと言われています。このことも原因の一つかもしれません。善処をお願いいたし

まして、質問を終わります。ありがとうございました。

………………………………………………………………………………

○議長（下川 俊秀君）
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この際、５分間休憩いたします。

午前10時38分休憩

………………………………………………………………………………

午前10時40分再開

○議長（下川 俊秀君）

休憩前に引き続き、会議を開きます。

一般質問を続けます。

田口澄雄君。

○議員（５番 田口 澄雄君）

おはようございます。日本共産党の田口澄雄です。発言通告に従いまして、一般質問を

いたします。中間市の公共施設をめぐる廃止、縮小、譲渡と、実施されたもの、これから

の計画のもの、物すごい削減計画が次々と提案をされ、現在進められています。私も一般

質問で２回にわたって、このような自治体はほかにもあるのかとお聞きしましたが、情報

がないとのことで、明確な回答がありませんでした。

公的病院のない自治体、中央公民館のない自治体、行政上の用事は全て本庁まで出向く

必要のある自治体、本庁までの足の便の悪い自治体、実に住民にとっては住みにくい町に

なってしまっていっているものだと思います。そして、当局や議員の中からも、このまま

では夕張市のようになる、そのようなことがささやかれ、人口減と財政調整基金の減少で、

未来の中間市がとんでもないことになるなどの発言も発せられています。他の自治体では

当然のようにやられている施策が、何か中間市では悪いことでもしているように叫ばれ、

今の施設廃止に反対することが何か無責任な態度であるかのように言われたりもします。

そこで、本日の一般質問は、こうした中間市の厳しいと言われる財政状況は、一体どう

なのか。当局の言うように、本当に厳しいのか。だからいろんな施設の廃止も市民のサー

ビスのカットやいろんな負担増も仕方がないのか、その辺を確認したいと思います。そこ

でお聞きしますが、中間市の財政が厳しいと言われる、その根拠は何でしょうか。

○議長（下川 俊秀君）

福田市長。

○市長（福田 浩君）

本市の財政状況、これが厳しい背景には、人口減少、それと少子高齢化、この二つの問

題があります。本市の主要な歳入の財源は、地方税及び地方交付税となっております。本

市の人口は、住民基本台帳において平成２９年１月末４万２,８６３人、令和３年１月末

４万９３６人と、この５年間で１,９２７人減少しておりまして、それに対しまして、こ

の高齢化率が令和２年１０月１日時点で３７.８％となっておりまして、福岡県の高齢率

は平均が２７.５％ということでございますから、これまた他市と比較しまして高齢化が

進行しているということがうかがえます。
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このため、地方税におきましては、徴収強化の取組の成果で同水準を維持できておりま

すけれども、地方交付税と臨時財政対策債、この合計におきまして、平成２７年度と令和

元年度の決算数値の比較では、４億５,４５０万円減収しております。この減収傾向とい

うのは、平成２７年度以降ずっと継続しておりまして、平成２７年度と同額を、もし令和

元年度まで交付されたと仮定し、積算すると、総額１４億５,４６０万円の減収というこ

とになりまして、基金の取り崩し、これの大きな要因となっております。

このように、歳入増加が見込めない状況下におきまして、とにもかくにも歳入に見合い

ました歳出、これを組むことが必須なんです。行政によります経済の好循環のための仕組

みづくり、この必要性は十分に承知しておりますけれども、現時点におきまして、この財

政再建、これが最優先課題であると考えております。

○議長（下川 俊秀君）

田口澄雄君。

○議員（５番 田口 澄雄君）

少子高齢化をかなり強調されましたが、私の実感では、今市内を回ってみて、若い人の

新築の家が物すごい増えているんですよね。私の家の隣も、その横も若い人が転入してき

ているんです。ですから、一途に高齢化に向かっているという評価はいかがなものかなと

いうふうに私は思います。それとやっぱりお年寄りがかなり亡くなられて、その後の家が

壊されて、リフォームされているというのも結構多いんです。この前も若いお母さんが赤

ちゃんを抱いて帰ってこられたんで、お話をしましたら、私がいろいろ今の中間市の実情

をお話しましたら、それを聞いている、知っているんだったら、来るんじゃなかったとい

うふうに言われたんですね。非常にショックでした。

それはともかく、まず厳しい、厳しいと、出せるのは人口の問題もあるんですが、もう

一つが家庭でいうところの預貯金、行政でいうところの財政調整基金です。これが去年ま

では１億３,０００万円しかなかったというとことですけども、今年はどんな予定でしょ

うか。

○議長（下川 俊秀君）

蔵元財政課長。

○財政課長（蔵元 洋一君）

今年度末の財政調整基金につきましては、９億２,９７０万円を見込んでおります。

○議長（下川 俊秀君）

田口澄雄君。

○議員（５番 田口 澄雄君）

今年で約８億のため込みですね。今までの財政調整基金、ため込みの最高額ですが、私

の手元の資料でも、平成２６年度で２１億７,４４０万円というのが、これが最高です。

つまり、減った、減ったといっても、もともと大した額はなかったというのが実情です。
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これをもっと大きな期間で見ますと、平成１５年では、これは７億５,０００万円しかあ

りませんでした。確かに、多くはないんですけども、何とかそういうお金でやってきたわ

けです。

一部の議員さんからは、何かあったときのために、この財政調整基金はため込んでおか

ないと大変なことになると、まだまだ足りないというふうに言われますが、今は日本全土

が新型コロナの影響で、そういう議員さんのおっしゃるまさに何かあったときなんですが、

こういうときに中間市は今８億も新たにため込もうとしている。市民の将来の生活基盤安

定のために、ほかの自治体でもやられているような、もっと丁寧な施策を行うべきだとい

うふうに思いますが、その点はいかがでしょうか。

○議長（下川 俊秀君）

福田市長。

○市長（福田 浩君）

議員がおっしゃられた、最近若い世代が来ていただいて、そしてその世代の方々に、今

中間市の財政状況はこうだよと説明していただいたときに、だったら来るんじゃなかった

というようなお声を、逆に来てよかったと言っていただくためにも、今後のこういった中

間市、大きな行政課題の公共施設の再編成、この再編の整備ですとか、行政事務の広域化、

それと共同処理などを推進していかなければいけないと思っております。そのためにも、

この一定程度の現金、これはためておくべきだと思っております。

○議長（下川 俊秀君）

田口澄雄君。

○議員（５番 田口 澄雄君）

市長がおっしゃられるのは、厳しさを強調して、今の施設の廃止とか、今の財政をどう

するかは聞こえるんですが、将来どうするかというのは、市民に細かくは伝わらない内容

だと思うんです。とにかく、このままじゃ大変なことになるから、今は我慢してくれ、こ

れもなくす、あれもなくすという方向性だけは明確なんですが、もうちょっと本当に夢の

持てるような、展望の持てる財政の方向を示すべきだと思います。

施設の再編や行政業務の合理化のため込みという、これは少し、完全に方向が違うと思

います。何かあったときです。今がそのときであると、私は言いましたけれども、コロナ

禍で国からは第１次で、先ほどもあっておりましたが、約２億円、第２次で５億円、合計

で７億円の交付金がきて、これに第３次で約１０億円近いお金になるわけですけども、考

え方もあるとは思いますが、電算事務の効率化に６,９７４万円、もやい花園市民トイレ

の解体に３７６万円、学校のＩＣＴ推進に２,３７０万円と、私にしたら、これはコロナ

の問題ではなくて、元来、市がやるべき業務じゃないかと、そういうふうに思うんですけ

れども。

第２次補正では、財政調整基金に５,８９８万円積み上げをしています。これは市が先
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に立て替えた分の戻し入れだということですが、芦屋町なんかで、国からきた分とは別に

３億円以上の上乗せをして、町独自の支援をしている、そのように聞きました。中間市で

は元来、市が独自に負担すべきコロナのほかの事業にこれを充てている一方で、市独自の

財政負担というのが、私の目からは見えてきません。近隣から転入された方も、中間市は

ひどい、そういう声が聞こえてきます。これは実際に受けたサービスと、中間市を比較し

ての、実際の感想だと思います。

そこで、財政状況についてお聞きしたいんですが、一般会計は令和２年度の総額で約

１９４億円にもなりましたけれども、この１０年間で赤字だった年度はあるのでしょうか。

一般会計です。

○議長（下川 俊秀君）

蔵元財政課長。

○財政課長（蔵元 洋一君）

赤字の年度と申しますのは、実質単年度収支、これを見た場合、平成２７年度がマイナ

ス２億２００万の赤字、平成２８年度は８億１,３５０万円の赤字、平成２９年度は４億

２,５４０万円の赤字、平成３０年度は３億４,０１０万円の赤字というように、平成

２７年度から３０年度までは赤字ということとなっております。

○議長（下川 俊秀君）

田口澄雄君。

○議員（５番 田口 澄雄君）

今のは普通会計の赤字ということですね。一般会計とか普通会計とか、難しい概念の判

断が出てきますし、分かりにくいし、それに実質収支とか形式収支とか出てきますので、

ますます難解ですが、その上、普通会計には国の統計調整が出てきたり、国保や介護、後

期高齢者医療などが入っていませんので、評価が変わってきます。ただ、言えるのは、赤

字だ、黒字だという前に、そこにある最大の要因に市の借金返済のテンポの問題というの

があります。

私も何回か質問いたしました。指摘もいたしました。手元にある資料で、平成１６年度

からの１５年間、計算しますと、その間の平均で市の借金返済額が毎年２１億円にもなる

のに、新たな借入れは国の予算の都合で借りる臨時財政対策債を入れて平均で１２億

８,０００万円です。その臨時財政特例債、対策債ですね、これはあとで返ってくるとい

う話ですので、これを除きますと、毎年約７億円新たに借りながら、２１億円貸している

という計算になります。この１５年間、１４億円近くも余分に返しているわけです。です

から、こういう予算組みであれば、当然、毎年の予算は厳しいというのが分かります。

ところで、主要施策というのを市からもらっていますけど、年度別、会計別、決算状況

から見て、赤字を示しているというのが住宅新築資金と国保の赤字だということで、これ

が一般会計の黒字から差し引かれています。平成２６年度、つまり５年前に一般会計の黒
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字から、この二つの赤字を差し引いた実質収支が１１億４,１７０万円赤字だということ

でありましたが、令和元年度でこの数字を見ますと、１億８,６４４万円、約１０億円も

実質と言われる一般会計は黒字なんですけど、国保と住宅新築資金が赤ということで引か

れるのが１０億円も減っているわけです。

そこで住宅新築資金と国保の赤字については、全体の連結決算ということなんでしょう

が、ただ住宅新築資金は赤字といっても、国から借りた資金は公定歩合の利息をつけて、

既に国には返済済みだというふうに聞いていますけども、これに間違いはありませんか。

○議長（下川 俊秀君）

蔵元財政課長。

○財政課長（蔵元 洋一君）

住宅新築資金の財源として本市が借り入れた起債は、全額返済をいたしております。

○議長（下川 俊秀君）

田口澄雄君。

○議員（５番 田口 澄雄君）

そういうことで、これを市の赤字だという考え方が、これは財政法上の問題なんでしょ

うけど、私はちょっと疑問になります。もともとこれは窓口一本化ということで、中間市

では二つの同和運動団体にこれなる業務の協力を求めてきました。結果として、通常の住

宅資金の借り入れは常識である書類等の担保とかなされず、誰にどれだけ貸したかもはっ

きりしない、そういう案件もあったというふうに聞いています。

市は返済を求めて、１０件ほどの裁判もしたというふうに聞いていますけども、借用書

類もはっきりしないので、証拠不十分で敗訴をした案件もあったというふうに聞いていま

すが、そのことは本当でしょうか。

○議長（下川 俊秀君）

大庭人権男女共同参画課長。

○人権男女共同参画課長（大庭 省二君）

当該貸付金返還訴訟を提起いたしまして、一部で棄却をされております。

○議長（下川 俊秀君）

田口澄雄君。

○議員（５番 田口 澄雄君）

そんな未回収債権を何で赤字として計算するのか、ちょっと分からないんですけども、

しかもこれは税金ですから、こんな何十年も前の債権は回収不能となれば、不納欠損とい

うことで落として、債権としても存在しないというのが、私も経験してきたんですが、回

収不能を証明したら、県からその部分の補助金があるために、そのまま残しているという

ふうにも聞きましたけど、その辺はいかがですか。

○議長（下川 俊秀君）
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大庭人権男女共同参画課長。

○人権男女共同参画課長（大庭 省二君）

当該会計は単独の特別会計でございますので、その仕組み上、元利収入や県からの補助

金によってのみ累積赤字額を減らすことができます。不納欠損処理や債券放棄によって、

未償還額は減らすことにはなりますが、累積赤字は減額にはなりません。このように、現

在でも徴収を続けている案件もございまして、また、回収不能を確実なものとして不納欠

損処理をした際には、県からの補助があるために、累積赤字を減額できる手段となります

ことから、調査、検証を継続している債権もございます。これらの取扱いは、県と協議を

して進めているところでございます。

○議長（下川 俊秀君）

田口澄雄君。

○議員（５番 田口 澄雄君）

結局、そういうのが中間市の赤字として大きく占めているわけですね、要因として。令

和元年度、２億円、先ほど紹介しましたけど、実質、国保と住宅新築資金を入れて約２億

円の実質赤字だというふうに出ましたけども、こうした部分も増えれば、逆に全体として

も黒字ではないかというふうに思えてくるわけです。

もう一つが、国保の累積赤字ですが、１２億円以上、これは前の松下市長の時代にあり

ましたけども、最後の３年間で約３億円ほど法定外繰入れを実施しまして、大体９億円ぐ

らいです。この累積赤字というのは、今すぐ中間市が資金を用意して解消すべきものなん

でしょうか、その辺をお伺いしますが。

○議長（下川 俊秀君）

福田市長。

○市長（福田 浩君）

両会計の累積赤字を即時解消すれば、一般会計側が資金ショートを起こすことが予想さ

れますことから、現時点におきましては考えてはおりません。

○議長（下川 俊秀君）

田口澄雄君。

○議員（５番 田口 澄雄君）

要するに、これは赤字としては残っているけど、今すぐどうのこうのという段階の問題

ではないということだと思うんです。このことの対応に、今多額の予算が必要というわけ

でもありませんし、そのことについては確認をしておきたいと思います。今、中間市の財

政を考えるときに、こうした大くくりの会計予算、決算から集計から見えてくるものと、

もう一つは市政上の変化から見えてくるものとがありまして、プラス面ではふるさと納税

の問題がありますが、平成２５年度と現在の状況、２５と令和２年の予測いいですか、そ

の数字だけ教えてほしいんですが、お願いいたします。
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○議長（下川 俊秀君）

蔵元財政課長。

○財政課長（蔵元 洋一君）

平成２５年度決算におきましては、ふるさと納税で８６万５,０００円、そして今年度

は見込みでございますが、１２億５,０００万円を見込んでおります。

○議長（下川 俊秀君）

田口澄雄君。

○議員（５番 田口 澄雄君）

平成２５年度が８６万円、それが令和２年、今年は１２億５,０００万円。ちょっとも

う驚くべき数字なんですが、これは歳入が即純収入というわけではありませんので、その

ままの数字が生きるわけではありませんが、返礼品の支給等の業者等の支払いもあります。

実際には、これは半分程度が効果額として入ってくると思うんですけれども、しかしそれ

にしても８６万円が１２億５,０００万円ですから、やっぱり億の単位で大きな影響があ

ると思います。

もちろん、こうしたふるさと納税の制度については、元来の税制度からは逸脱していま

すし、国内でも市町村間の奪い合いという形を取っていますので、いつまでも私は依存す

べき収入ではないと考えますので、このこと自体をどうのこうのと言うつもりはないんで

すが、しかし、実際には中間市の増収の要因になっているのも、今の時点では重要な事実

です。

もう一つ増えているのが、地方消費税がありますけども、これはどんなふうになってい

るのか、平成２５年度と今年度でやはり比較して教えてほしいと思いますが。

○議長（下川 俊秀君）

蔵元財政課長。

○財政課長（蔵元 洋一君）

地方消費税交付金の当初予算額につきましては、平成２５年度が３億５,４２０万円、

令和２年度が８億４,２９８万７,０００円となっております。

○議長（下川 俊秀君）

田口澄雄君。

○議員（５番 田口 澄雄君）

消費税自身もこの間ずっと率が３、５、８、１０というふうに上がっていますので、こ

れ自身は増えても当たり前なんですが、この５年間でこの収入だけでも約５億円も増えて

います。これは来年度はどんなふうでしょうか。

○議長（下川 俊秀君）

蔵元財政課長。

○財政課長（蔵元 洋一君）
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令和３年度当初予算における地方消費税交付金は、７億７,７７６万円を予定いたして

おります。

○議長（下川 俊秀君）

田口澄雄君。

○議員（５番 田口 澄雄君）

これも少し下がったとは言え、平成２５年度と比べますと約４億円増えています。地方

交付税は、今までの５年間で大体５２億から５３億で推移をしています。来年度予算の審

議については今からですけれども、財政サイドではかなり落ち込みを予想しているようで

すが、国の方針を私は読みました、中央財政計画ですかね。コロナでどこの自治体も税収

の落ち込みがかなりあるようですが、これについては一定の交付税の補塡財源を予想して

いるということで、その資料ではあまり全体として市町村の収入に変化はないというふう

に書いています。

中間市の場合、税収がコロナの影響で５,４００万円ほど落ち込みそうですけども、先

ほども言いましたが、国の交付税でほぼこれは補塡をされるという予測のようです。ただ、

国の予算不足のために中間市が強制的に借入れをしている臨時財政特例債が増えるようで

す。これは後で交付税で返ってくるという建前なんですが、どうもそのとおりにはなって

いないというふうに、財政サイドからは説明を聞きます。

一方の歳出のほうですが、借金の利息払いがまた減ります。令和元年度予算では、これ

が３,４００万円ほどになっています。これは財政からかつてもらった資料では、平成

１６年度で４億５,９１８万円ありましたが、どんどん減って、来年度予算ではこれが

３,４００万円です。借入利息が、今０.１％とか、ある人に聞きますと０.０２％なんて

いう、とんでもなく低い金利で借りているようにありますので、確かにこれ利息払いも減

って当然だというふうに思います。

平成１６年度から見れば、１７２億円あった地方債が今では５８.４億円、１１４億円

も減っています。それ以前も考えると、物すごい減り方を、中間はしているわけです。家

庭で考えても、貯金が２０万円あったのがなくなった代わりに、借金がこれ１１４万円も

減ったということで、単純にそういう家庭は家計が厳しいというふうには言わないと思い

ます。また、歳出のほうでは、昨年度と今年度で予算を比較しただけでも、主なものだけ

で生活関連予算３億６,０００万円も減らされています。これは分かる範囲で私が試算し

たものですが、消耗品、あるいは需要費や通信運搬費などの役務費はこれには入っていま

せん。当然、これらは全ての課の予算内で削減をされていますので、削減額が私の試算よ

りももっと大きいのではないかと思われます。

財政が厳しい口実に、ありとあらゆる支出が、今、中間市では削減をされ、最も極めつ

け、目立つのが学校の予算です。昨年度１,１００万円あった図書購入費が、今年は実に

９万円、１,１００万円が９万円ですよ。しかも司書の方々は全員クビですね。学校の図
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書の方です。歳出のほうで削減されたものには、広域行政組合の負担金というのもありま

す。広域組合からもらった資料では、平成２２年度と２９年度の比較が最新なんですが、

１億５,５００万円の減額になっています。これはごみの量の減と下水道の普及が影響し

て、し尿等が減っています。また、昨年度はさらに広域全体でごみの負担が１億円も減っ

ています。人件費がこの間職員の大幅な削減の中で減ってきているのも、この中間市の特

徴です。

決算カードによりますと、平成１６年度で３６億９,６００万円あった人件費が、令和

元年度では２９億３,４００万円、実にこの間７億６,２００万円、期間の計り方にもより

ますが、それだけ減っています。途中で、これ賃上げに１％とか零点何％変わりましたの

で、今の人件費は高いほうです。途中は十数億円の開きがありました。

財政は、収入の好転と支出の削減の中で財政調整基金の積み増しという形で今表れてい

ます。今、この積み増しが少し崩れてきていますが、中央公民館の取崩し費用やハピネス

なかまの風呂とプールの廃止による改修、市立病院の清算、あるいは退職金の支払い、そ

ういったものがこういった積立ての今の８億にとどまっている要因です。これがなければ、

１５億近いお金が今年はため込まれたはずです。私には、そうした全体像から見たときに、

市の当局の言う財政の厳しさというのがどうしても理解ができません。それでもやっぱり

中間市の財政は厳しいというふうに言わざるを得ないんでしょうか。

○議長（下川 俊秀君）

福田市長。

○市長（福田 浩君）

この歳入の各項目というのは、この増減、これは様々でございます。この数年は、最終

的に財政調整基金の取崩しを行わなければ、収支均衡を維持できなかったこと、これは事

実です。今回の財政調整基金への積立てなんですけれども、市有地、市の持っている土地

です。これが５億円で売却できたこと、当初予算計上額より５億５,０００万円多くふる

さと納税をいただいたこと、そして借換債を実施したことによる公債費が６億９,０００万

円減少したことによるものでございます。財政状況が好転したと見える要因は、いずれも

この臨時的かつ限定的なものでございます。

一方の、歳出の面におきましても、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、公共下

水道、病院事業への繰出金、これの合計が１０年前の平成２２年度１６億９,６７５万

３,０００円が令和元年３０億２,２６３万３,０００円ということで、この１０年間で

１３億２,５８８万円、率にしますと１.８倍にまで増加しております。この本市の人口構

造、これを考えた場合、社会保障に要する歳出は当分の間は高い水準で推移していくこと、

これは確実です。また、冒頭申し上げましたとおり、今後の大きな行政課題となります公

共施設の再編成、それに多くの現金を必要といたします。こうしたことを考えれば、さら

に踏み込んだ財政改革、これを進めていかなければならないほど、この本市の財政状況と
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いうのは厳しいと考えております。

○議長（下川 俊秀君）

田口澄雄君。

○議員（５番 田口 澄雄君）

事実を言うならば、実際に借金返済が先行しているのも事実です。そして、繰出金

３０億と言われましたけど、２８億から３０億になっていますが、それも含めて一般会計

は黒字なんです。ですから、あまり今の説明ではちょっと説得力がないというふうに思い

ます。これ、私は中間市の財政運営上の問題だと思います。今後、新たな借金と返済の割

合を財政サイドでは十分見通しながら、過度な返済超過にならないような対応を基本的に

すべきだと思います。

ただ、今の市政運営の在り方と今後の市財政の状況を考えたときに、何もかも廃止だと

か、譲渡だとか、市財政の規模を小さくしていくやり方というのが今後の中間市にとって

どうなのかというのが、今私が実は一番心配している点です。例えば市立病院は、その医

療収入だけでも年間約２０億円あって、ここには求職だとか職員の給与収入とか、そうし

たそこから発せられる中間市内への地域循環型経済に影響する大きな役割があります。そ

うした地域経済には一定の役割を果たし、貢献してきたと思う施設なんですが、それをこ

のような形で市の将来の財政問題ということで特化して、公共施設の縮小、廃止を続けれ

ば、中間市におけるそうした地域内循環型の経済が大きく壊れてしまうことになります。

全国的に国や県との外部からの増収を図りながら、その入ってきた財源を地域内で最大

限に循環させるという考え方で町の活性化を図っている自治体、これ何ぼもあります。長

野県の栄村なんかもそうですが、また基本的には公共施設は極力つくらない代わりに、市

民サービスに重点を置いて、住みやすいまちづくりに専念して、子育て支援等で少子化を

克服して、日本一の出生率を確保している岡山県の奈義町のような町の例もあります。こ

こではさらに多子世帯に対する国保税の引き下げを来年度予算で実施するようになります。

中間市では、将来の心配を装いながら、そんな配慮や約束が何もなくて、ただ厳しいか

ら何をなくす、厳しいから負担増だという、これだけです。これでは市民にとって夢も希

望もないのではないかと思うんです。中間市もそうした先進的な他の自治体を見習って、

厳しさを強調して、今を壊すようなやり方ではなく、未来に希望の持てるようなやり方で

設計をし直すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。

○議長（下川 俊秀君）

福田市長。

○市長（福田 浩君）

この外から入ってくる財源、これを市内で最大限に循環させるという考え方、これはも

う当然、私自身もそれがよいと考えております。ただ、その理想ですね、これを実現させ

るためにも、この収支のバランスをしっかり取らなければいけないという意味でも、この
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事業、特に公共施設の整備というのをやらなきゃいけない、そして今やっておく必要があ

るということを申し上げます。

○議長（下川 俊秀君）

田口澄雄君。

○議員（５番 田口 澄雄君）

収支のバランスを壊してきたのは市なんです。市民じゃないんです。それで、この間の

議論で、よく夕張市というのが出されます。夕張のようになるなということですけども、

夕張市の破綻の原因は中間市とは違います。石炭産業に対する、この石炭産業というのは

かつての中間市も一緒なんですけど、明らかな国や県の責任放棄と夕張市自身の市政上の

失敗があります。

石炭産業で一方的に潰したのは国の責任ですけれども、その責任を国は放棄しました。

また、閉山後の景気浮揚のために夕張ではレジャー施設の開発に投機をし、失敗をしまし

た。３５０億円とかいう借金が残りました。これも夕張市自身の責任です。しかし、中間

市で考えたときに、中間市は何をやったんでしょうか。市民のために何か大きな事業をや

って失敗したとかいうのであれば分かりますが、分かっちゃいけないんですけど、そんな

こともありません。今のやり方では犠牲だけを中間市民に押し付けているように思います。

市立病院を潰してしまいますけども、言われている夕張市では公設民営という形に変え

はしましたけれども、１９床のベッドを残しています。そうした診療所と４０床の介護保

険施設という形を変えて、夕張市では残しています。ここは１２万人の人口が、今、

７,０００人台にまで減った町です。そうした町でも公的な病院というのは残しているわ

けです。何もかも一遍に潰して、しかも去年の１０月までは潰さないといっていた。それ

が１０月２７日の段階でいきなり潰すに変わって、そして１２月議会では潰すのが否決を

されると、いきなりもう２月には臨時議会を開いて、これを１票差で潰すという。そうい

うことが中間市ではやられています。

私は夕張が、ここでも議論をされますが、今からは第２の中間市にするなという声が日

本中に響くんではないかと、そのように危惧しています。いずれにしても、中間市は今か

ら市長選挙と市会議員選挙が６月にやりますが、市長という旗振り役も今後どうなるか分

かりませんし、変わればまた違った様相も出てくるかもしれません。今後の中間市を見据

えたときに、中間市役所内の財政だけを口実に市民の意見も全く聞かずに、どんどんごり

押しをしてきたような、今のような市政のやり方はやめるべきだと思います。その過ちを

今後の市政運営にも教訓として生かしてほしいということを求めまして、私の一般質問を

終わります。

………………………………………………………………………………

○議長（下川 俊秀君）

この際、暫時５分間休憩いたします。
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午前11時17分休憩

………………………………………………………………………………

午前11時20分再開

○議長（下川 俊秀君）

休憩前に引き続き、会議を続けます。一般質問を続けます。

柴田芳信君。

○議員（４番 柴田 芳信君）

日本共産党の柴田芳信です。通告書に従い質問いたします。

２月の臨時市議会におきまして、市立病院の閉院が決まりました。多くの市民の皆さん

の不満、そしてまた失望、そして声を聞く限りでは、本当に残念でならないという多くの

皆さんの声を聞きます。まず、市立病院問題について、現在の患者さんの対応の方につい

て伺っていきたいと思います。

現在、入院されている方、転院先については決まっているのでしょうか。そしてまた、

いつごろから転院開始となりますか、伺います。

○議長（下川 俊秀君）

瓜生市立病院長。

○市立病院長（瓜生 康平君）

市立病院の廃院に対する患者様の対応ですけれども、１階に２月８日から転院について

の相談窓口を設置し、ご本人の希望に応じまして、担当医から症状を聞き取りまして、医

療機関の紹介を行っております。

外来診察の予約は３月１９日までとして、入院については２月末まで受け入れを行い、

３月１６日をめどに入院患者の転院及び退院手続を完了することとし、転院手続を進めて

いるところです。

また、懸念しておりました透析患者様の受入先については、近隣の医療機関のご協力に

より、現在確保できている状況です。なお、閉院についての取り扱いについては、直接患

者様、院内掲示及びホームページ等で周知しております。

○議長（下川 俊秀君）

柴田芳信君。

○議員（４番 柴田 芳信君）

現在、診療されている方、救急搬送された方、救急受け入れについてはいつまでか、伺

いたいと思います。

それと、人工透析ですね、先ほどの中尾議員の回答の中でもありましたけど、再度お願

いいたします。

○議長（下川 俊秀君）

瓜生市立病院長。
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○市立病院長（瓜生 康平君）

救急患者の受入れにつきましては、患者様の重症度にもよりますけれども、当院で入院

が必要でない受入可能な患者様につきましては、３月１９日までをめどに対応したいと考

えております。

また、人工透析の患者様につきましては、先ほど申しましたように、現時点において、

全ての患者様への転院先、医療機関の紹介を終了しております。この転院先医療機関は

１１施設ありますけれども、そのうち患者様の送迎を行っている施設が７施設ということ

でなっております。

○議長（下川 俊秀君）

柴田芳信君。

○議員（４番 柴田 芳信君）

ちょっとそのあと残りの４施設はどういう状況になるか、ちょっとお願いします。

○議長（下川 俊秀君）

瓜生市立病院長。

○市立病院長（瓜生 康平君）

残りの４施設に関しましては、送迎はないということで、患者様自身が通院されるとい

うことです。

○議員（４番 柴田 芳信君）

それは、患者さんもオーケーされているということの理解でいいですか。ありがとうご

ざいます。

○議長（下川 俊秀君）

柴田芳信君。

○議員（４番 柴田 芳信君）

そういう中で、今日まで、長年やっぱり通院なり入院なり、様々な病気を抱えて来られ

た皆さんのカルテの問題について伺っていきたいと思います。残されたカルテについて、

今後どのような対応になるのか伺いたいと思います。

○議長（下川 俊秀君）

末廣市立病院事務長。

○市立病院事務長（末廣 勝彦君）

患者様のカルテは、基本的に５年間ですが、中には輸血に関する記録で２０年、それか

ら電離放射線健康診断の記録で３０年の保存が定められているものもございます。病院閉

院後は、中間市において、適正に管理することとなります。

○議長（下川 俊秀君）

柴田芳信君。

○議員（４番 柴田 芳信君）
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入院の対応について、いつまで入院ができるのか伺いたいと思います。

○議長（下川 俊秀君）

瓜生市立病院長。

○市立病院長（瓜生 康平君）

ただいまのご質問ですけれども、先ほども申しましたけれども、入院の対応については

３月１６日をめどに、入院患者様の転院と退院手続を進めている状況でございます。

○議長（下川 俊秀君）

柴田芳信君。

○議員（４番 柴田 芳信君）

３月１６日までは、入院を救急搬送されたり、そういう形の中で来られた方に対しては

できますよという理解でいいですか。

○議長（下川 俊秀君）

瓜生市立病院長。

○市立病院長（瓜生 康平君）

その点に関しましては、必ずしも入院できるということではなくて、むしろもう現時点

で入院は制限しております。といいますのは、退院の手続上、やはり最後ぎりぎりまで入

院を受けて、患者さんがいますと、３１日以降全く医療業務というのができませんので、

保険請求とかそういうこと、いろんなことを考えた場合には、もう３月１６日の時点で入

院の患者さんのいない状態にするということになりますので、例えば非常に短期の見込み

がある方、１日だけ診ればよさそうな方という場合には、受け入れる場合もありますけど

も、現状はなかなか厳しいと思っています。現時点でも入院の必要な方は、他の病院へ紹

介する事例が多々あります。

○議長（下川 俊秀君）

柴田芳信君。

○議員（４番 柴田 芳信君）

市民の皆さんに対する、そういう病院の今の状況を、どういう形で伝わっていくのか、

ちょっと今の回答聞きながら、ちょっと感じたところですが、その辺はどういう市民の皆

さんにお知らせをするというか、例えば３月１６日で入院患者の皆さんについては、もう

ここで締めますよという部分というか、そういう部分がどういう形で行われるのか。

○議長（下川 俊秀君）

瓜生市立病院長。

○市立病院長（瓜生 康平君）

その件に関しましては、廃院が決まった１週間後ぐらいに院内掲示、それから救急隊含

めて、周辺の医療機関にも、こういう日程で行いますということで、ご連絡をしておると

ころです。
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○議長（下川 俊秀君）

柴田芳信君。

○議員（４番 柴田 芳信君）

それでは、今日まで多くの職員の皆さんが携わってこられました。市立病院に従事され

てきた皆さんは、誠意ある最良の医療を通じて、地域医療の健康と心の支えとなり、地域

社会より信頼される病院を目指してこられたというふうに思っております。医師の方々、

さらには看護師の皆さん、そして技師の皆さん方の転院の状況について、今現状、どのよ

うな形になっているのか伺いたいと思います。

○議長（下川 俊秀君）

瓜生市立病院長。

○市立病院長（瓜生 康平君）

市立病院の廃院における病院職員への対応ですけれども、近隣の医療機関に求職情報の

提供をお願いしまして、５０を超える医療機関からの問い合わせや求人情報の提供を頂い

ているところであります。頂いた情報は、順次職員へ周知を行っておりますことから、現

在多くの職員が求職活動に取り組んでいる状況です。

おのおのの状況に関しましては、個人情報ということもありますので、現在当方でどの

程度の方が再就職を決定したかということを、正確には把握していないというのが現状で

あります。

○議長（下川 俊秀君）

柴田芳信君。

○議員（４番 柴田 芳信君）

正確に、確かに個人情報というのはありますけども、職場がなくなった段階で、その人

たちがどちらに行かれるのかというのは、私は最終的には責任を持って就職先を決定する

なり、その人たちの対応を病院だけにかかわらず、中間市全体がかかわっていく問題では

なかろうかというふうに思いますが、その辺についてはどうでしょうか。

○議長（下川 俊秀君）

瓜生市立病院長。

○市立病院長（瓜生 康平君）

ただいまのご質問ですけれども、一応、職員本人たちが、我々のところに報告に来てい

ただいている分に関しては把握できております。ただ、現在就職活動をやっていたり、も

しくは就職をしないという方もおられますので、そのあたりに関して、こちらから積極的

に問い合わせはしていないというのが状況です。

もちろん、こういうところでということで相談を受けて、それに対して対応していると

いう職員も、我々のほうでそういう対応している職員もおります。だから、ただやはり、

相手方のあることなので、こちらからの情報を向こうに伝えましても、なかなかその情報
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どおりに相手方が就職に動いてくれないというような状況があるのも事実であります。

○議長（下川 俊秀君）

柴田芳信君。

○議員（４番 柴田 芳信君）

今現在、医師不足や看護師不足の中で、大変な状況には日本全国なっているというふう

に思うんですけども、やっぱり長年勤めてこられた職場であって、この１か月間の中で、

再就職を決めるというのは大変な状況じゃないかなというふうに私は思います。

私たちも民営分割化の中で、職場を奪われ、そしてまた再就職をせざるを得なかった、

そしてまた再就職できなかった人、たくさん私も見てきましたし、話しも聞いてきました。

お互いに経験もしてきました。そういう意味では、本当につらい思いを、今、されている

のではないかなというふうに思います。

そういう中で、本庁に帰られる方も中にはいらっしゃると思いますが、職場、業務の確

保はできているのでしょうか。

○議長（下川 俊秀君）

末廣市立病院事務長。

○市立病院事務長（末廣 勝彦君）

当院閉院後の４月１日以降も、病院としましては、診療報酬の受け入れ、それから関係

業者への支払い等がありますことから、事務職員等につきましては、しばらくの間は病院

事務室において、残務処理を行うことになります。

○議長（下川 俊秀君）

柴田芳信君。

○議員（４番 柴田 芳信君）

院内の仕事に携わっておられる方、特にリネン業者の方や清掃業務の方、食事の材料を

搬入されている方、タクシー運転手の皆さん方など、多くの方たちに、今影響を与えてい

るというふうに思います。市長の考えについて伺います。

○議長（下川 俊秀君）

福田市長。

○市長（福田 浩君）

今まで、市立病院をご利用いただきました患者様、そして病院職員、さらには病院運営

のために、長き間携わっていただきました多くの関係者、この皆様に対しましては、突然

の閉院となりまして、心から申しわけなく思っております。

しかしながら、病院事業につきましては、先延ばしすることのできない、中間市市政に

おける最重要課題、この一つとして考えておりますことから、今回苦渋でありますけれど

も判断をさせていただきました。皆様にはぜひともご理解をいただきたいと思っておりま

す。
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○議長（下川 俊秀君）

柴田芳信君。

○議員（４番 柴田 芳信君）

訪問の診療や訪問介護、訪問リハビリを受けられている方もたくさんいらっしゃるとい

うふうに思いますが、医療政策上、速やかに移行できるのかどうなのか、その辺をちょっ

と伺いたいと思います。

○議長（下川 俊秀君）

瓜生市立病院長。

○市立病院長（瓜生 康平君）

市立病院の廃院に対して、その後、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリがどうなるかと

いうことですけれども、それらのサービスを受けている患者様に関しましては、担当の看

護師、訪問看護師だとかケアマネージャー、それからもちろん利用者の方を含めて話し合

いを行っていただきまして、担当医から症状に応じた医療機関等の紹介を行っていってい

るところでございます。

○議長（下川 俊秀君）

柴田芳信君。

○議員（４番 柴田 芳信君）

速やかに移行ということで、ちょっと聞いたんですけども、もう大体話は新たな訪問介

護を受ける場所とか、そういうのは決まっているんですか。

○議長（下川 俊秀君）

瓜生市立病院長。

○市立病院長（瓜生 康平君）

当院で行っている方に関してはそうですけども、ただ、当院から訪問看護等依頼してい

る別の施設等に訪問看護ステーション等に依頼しているところも患者様もおられまして、

そういう方々に関しましては、こちらから今問合せをして、その訪問看護の指示書だとか、

そういうことがうまくつながるように、方策を取るようにしております。

○議長（下川 俊秀君）

柴田芳信君。

○議員（４番 柴田 芳信君）

次に、これからのコロナ対応について伺っていきたいと思います。昨年末から急激に増

え続けて、現在、昨日時点でも中間市においては５７人の感染者がおられるという報道も

されております。今後、市立病院については、発熱外来含めて大変ご苦労かけてきたと思

いますが、今後は、市としてどのような対応になっていくのかお願いしたいと思います。

○議長（下川 俊秀君）

岩河内健康増進課長。
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○健康増進課長（岩河内弘子君）

発熱外来者の対応についてでございますが、発熱外来者の医療体制につきましては、国

及び県が体制を整備することとされております。このため、本県では、発熱等の症状があ

る方が、かかりつけ医等の、地域で身近な医療機関で適切に診療、検査を受けられるよう、

各自に診療・検査を受けられるよう、発熱患者等の診療または検査を行う医療機関を、福

岡県診療・検査医療機関といたしまして、１,０００か所以上を指定している状況でござ

います。

そのうち、令和３年２月２６日時点で、公表の承諾を得ております本市の医療機関とい

たしましては、市立病院のほか５医療機関となっておりまして、久原内科医院、医療法人

桑原産婦人科医院、東筑会中間クリニック、葉医院、医療法人吉野内科胃腸内科クリニッ

クとなっております。

○議長（下川 俊秀君）

柴田芳信君。

○議員（４番 柴田 芳信君）

ワクチン接種について、医療従事者の方々を優先的に行われますけれども、先ほど中尾

議員の質問でもありましたが、一般市民の方については、最終的に４月のどのくらいの時

期になるのか、お伺いしたいと思います。

○議長（下川 俊秀君）

岩河内健康増進課長。

○健康増進課長（岩河内弘子君）

先ほど、中尾議員の一般質問でもご回答いたしましたように、国のほうは４月５日から

ワクチンの発送を行いまして、４月１２日から地方自治体が行う６５歳以上の高齢者のワ

クチン接種が開始されることといたしておりますが、ワクチンの量が十分でないことから、

優先順位につきましては、都道府県に委ねられている状況でございます。

その後、基礎疾患のある方及び高齢者施設職員、そして最後に一般の１６歳以上の方の

接種予定となっております。本市といたしましても、国からの要請に基づきまして、４月

１２日以降の接種開始に向けて準備を進めているところでございます。

○議長（下川 俊秀君）

柴田芳信君。

○議員（４番 柴田 芳信君）

そういう中で、安全性、有効性、リスクの開示について、どのような形で市民の皆さん

にお伝えするような形になっていますか。

○議長（下川 俊秀君）

岩河内健康増進課長。

○健康増進課長（岩河内弘子君）
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ワクチン接種についての安全性、有効性、リスクの開示についてでございますが、既に

先月２月１７日から国立病院等医療従事者を対象にワクチン接種が開始されておりまして、

その副反応につきましても報告がなされておりますことから、国及び県からの通知等を注

視いたしまして、対象者の皆様に、ワクチン接種の安全性、有効性、リスクの開示等につ

いて、正しい情報の周知に努めてまいりたいと考えております。

○議長（下川 俊秀君）

柴田芳信君。

○議員（４番 柴田 芳信君）

ワクチン接種について、いろんな方がいらっしゃると思いますが、受けたくないと思わ

れている方について、市としてはどのような形で対応していくのでしょうか。

○議長（下川 俊秀君）

岩河内健康増進課長。

○健康増進課長（岩河内弘子君）

ワクチン接種を受けたくない方へのご対応についてでございますが、国からはワクチン

接種につきましては、あくまで対象者の同意がある場合に限り接種することとされており

ますことから、先ほど申し上げましたとおり、ワクチン接種の安全性、有効性、リスクの

開示等につきまして、正しい情報の周知に努めまして、本事業を推進してまいりたいと考

えております。

○議長（下川 俊秀君）

柴田芳信君。

○議員（４番 柴田 芳信君）

これからの地域住民の医療をどのように守っていくかの問題について伺いたいと思いま

す。

市立病院あり方検討委員会の答申の中でも、地域に密着した急性期機能とともに、北九

州市内にある高度急性期医療機関で、治療を終えた患者が住みなれた地域で継続的なケア

を受けるための回復機能であるとうたわれていました。これらの機能は、これまで市立病

院が担ってきた役割でもあります。今後も継続的に果たすべき役割とも言われています。

さらに、将来の人口動態の変化に応じて、要介護となった高齢者の皆さん方が、安心し

て医療と介護が受けられるように、機能整備を進めるべきであると言われていました。地

域医療を守るための考え方について伺って行きたいと思います。市長、お願いします。

○議長（下川 俊秀君）

福田市長。

○市長（福田 浩君）

これからの地域医療をどのように守っていくのかという質問でございます。

医療法人秋桜会との病院を民間移譲について協議した折に、救急医療、感染症医療、災
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害時の医療等の政策的医療等の中間市の医療機能について協議しております。この市立病

院の廃院決定後、再びこの協議を再開しているところでございます。

○議長（下川 俊秀君）

柴田芳信君。

○議員（４番 柴田 芳信君）

現在、市立病院では１２０床ある病床数、稼働は８０ぐらいというふうには聞いていま

すけども、どのような形になっていくのかお伺いしたいと思います。

○議長（下川 俊秀君）

瓜生市立病院長。

○市立病院長（瓜生 康平君）

現在、当院が有しております１２２の病床に関しましては、廃院に伴いまして全病床を

福岡県に返還するという形になります。

○議長（下川 俊秀君）

柴田芳信君。

○議員（４番 柴田 芳信君）

そうしたら、関連で、福岡県としては、その北九州エリアの関係については、何か伺っ

ておられますか、返したところで。

○議長（下川 俊秀君）

瓜生市立病院長。

○市立病院長（瓜生 康平君）

返還後に関しましては、北九州地域の地域医療構想調整会議というのがありますので、

そちらのほうで検討するということになるんだと思います。

○議長（下川 俊秀君）

柴田芳信君。

○議員（４番 柴田 芳信君）

どういう形に持っていくとかいうのは決まっていないということですか。

○議長（下川 俊秀君）

瓜生市立病院長。

○市立病院長（瓜生 康平君）

病床の使い方、それから病床機能等について、地域のそういう取り扱いに関しては、地

域医療構想調整会議を通して、そこでの検討を経た後に了承される、要は新しい病院がで

きても、そこで病院を造る構想があったとしても、そこで検討していただいて、オーケー

が出た時点で、厚生局とかそういうところの承認が下りると、そういう方向になっており

ますので、その件に関しては、まだ次の調整会議の予定も、現時点では未定と伺っており

ますので、現時点では何も決まっていないということだと思います。
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○議長（下川 俊秀君）

柴田芳信君。

○議員（４番 柴田 芳信君）

結局、中間市立病院が持っていた１２２床のベッド数については、県に返して、県から

の会議の中で、今後決まっていく。例えば、中間市で新たに市立病院になるのか何になる

のか分かりませんが、新たに建てるとして、そういう県との関わりの中で、今後ベッド数

が決まっていくという思いでいいんですか、考えでいいんですか。

○議長（下川 俊秀君）

瓜生市立病院長。

○市立病院長（瓜生 康平君）

その点に関しましては、現在、国の方針は新たなベッドを増床は認めないという国の方

針になっておりまして、それは数だけの問題ではないと言われておりますけれども、増床

はせずに、減少ですね、特に急性期のベッドに関しては、減少して回復期に回せというの

が国の方針ですけれども、そういう状況の中で、地域調整会議というのをつくっておりま

すので、そこを通してやるというのが決まっているだけですので、新たな病院云々のとき

にどうするかということに関しては、まだはっきりした方針はないんではないかと思いま

す。

ただはっきりしていることは、そこでの、例えばこの地域で開業するとした場合でも、

その地域の医療状況に応じて、例えば内科が多いところで内科を開業するというときには、

それを地域医療構想調整会議で検討した上で、オーケーをもらうというか、そういうふう

な形にしませんかという提案がなされているということです。それ以上具体的なところは、

よく私自身も分からないです。

○議長（下川 俊秀君）

柴田芳信君。

○議員（４番 柴田 芳信君）

確かに院長言われるように思いますが、やっぱり北九州圏内においては、急性期はもう

たくさんありますよと。ただ私が心配するのは、やっぱり回復期、やっぱり地域に戻って、

そこで自分の治療をできるという、やっぱり市民の皆さんが安心というか、これはもう市

立病院そのものがなくなりましたけども。ただ新たにそういう医療機関的なものができる

とするなら、例えば回復期のベッド数をこれこれですよという申請をすれば、例えばそう

いう部分が実現できるのかどうなのかというのは、ちょっと先々の関係で、まだ分からな

いというふうには言われましたけども、私としては、やっぱりそこがポイントになってく

るのかな、今後の地域医療をどう守っていくかという部分で必要になってくるのかなとい

うふうに思いますので、ぜひ、またそういう部分についても、ぜひ知恵をいただきたいな

というふうには思います。まだ、現実的には具体的に、県としても結論はなかなか出ない
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というふうには思いますが、ぜひこういう部分での、皆さん今まで経験されてきた知恵を

お借りしたいなというふうには思っています。

○議長（下川 俊秀君）

柴田芳信君。

○議員（４番 柴田 芳信君）

それから、使用できる器具の扱いなんですが、現在、もう閉院という形が決まりまして、

まだまだ使える医療器具等はあるというふうには思います。こういう処分の関係について

は、どういう形になっていくのでしょうか。

○議長（下川 俊秀君）

末廣市立病院事務長。

○市立病院事務長（末廣 勝彦君）

使用できる器具等の取り扱いについての質問でございますが、担当部署といたしまして、

本議会に上程しております、市立病院清算事務室におきまして、本年４月１日から対応す

ることを考えております。

まず、建築解体と医療機器、感染性医療機器、廃棄物等の残置物がございますことから、

残置物については、解体前に撤去及び処分が必要となります。また、廃棄物の中には、Ｐ

ＣＢ、排水銀、感染性廃棄物等の特別管理産業廃棄物があり、適正な処分を行う業者を選

定し、処分方法の管理をする必要がございます。この処分方法を誤ると、懲役や罰金等の

罰則の適用を受けたり、処分金額が大幅に高額となる可能性が出てまいります。したがい

まして、残置物の処分については、処分費用の圧縮や処分方法を遵守するためには、残置

物の減量や分別を適正に実施するための専門的な知識が必要ですので、その方法について、

検討を行っているところです。使用できる器具等の扱いについてですが、分別の過程でど

のような処分方法が適正か検討しているところであります。

○議長（下川 俊秀君）

柴田芳信君。

○議員（４番 柴田 芳信君）

病院跡地の扱いについてなんですが、病院施設について、どのような手順でいつごろか

ら解体作業に入っていくのでしょうか。清算する部署をつくるという形で先ほど言われま

したけど、どのような手順で、今後関わっていかれるのかなというふうに思います。

○議長（下川 俊秀君）

田中総務部長。

○総務部長（田中 英敏君）

病院跡地の件について、ただいまの質問にお答えいたします。

市立病院は、今月末をもちまして廃院となりますけども、４月以降も病院事業の清算事

務を市立病院の建物において行っていくこととしておりますので、当面の間は、このまま
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建物は存続していくこととなります。

その後の病院の跡地の利用につきましては、令和３年度より建物の解体等の検討を含め、

有効な利活用が行えるよう、検討してまいりたいと考えております。

○議長（下川 俊秀君）

柴田芳信君。

○議員（４番 柴田 芳信君）

医療廃棄物については、先ほども出ましたけども、ぜひ安全を保ちながら、問題が生じ

ないようにしていただきたいというふうに思いますし、市民の皆さんに対する説明につい

ては、いつ行われますでしょうか。

○議長（下川 俊秀君）

福田市長。

○市長（福田 浩君）

市立病院廃止条例の可決後の市民説明ですけれども、新型コロナウイルス感染症のこの

感染防止の観点から、まず一定人数が集まる集会については、開催を断念しております。

現在、市のホームページで、この市長のメッセージ及びお知らせ早耳版、それから、市立

病院のホームページにおきまして、市立病院の廃院について掲載しております。

今後なんですけども、私市長としての動画での廃院経過、説明、こういうものを動画で

撮りまして、市の広報に生かしていき、そして、市の広報紙であります広報なかまにおい

ても、廃院についてできるだけ詳細に掲載予定をしていく所存でございます。

あと、とはいうものの、やはりまだまだ隅々市民の皆様には、まだまだ周知徹底するこ

とは難しいと思います。その際におきましても、例えば掲載の回数を増やすとか、あと新

たな手法があるのであれば、少しでも皆さんに周知徹底してできるような手段、手法を取

っていきたいと考えております。

○議長（下川 俊秀君）

柴田芳信君。

○議員（４番 柴田 芳信君）

今言われました市長のメッセージやホームページ、それから市民の皆さん全員に配って

おる部分について、なかなか見ていない人もいらっしゃるし、十分な周知徹底ができない

のかなというふうには思いますし。

あとやっぱり、市民の皆さんの直接的な意見を聞くという意味では、やっぱり市民の説

明会、福岡県も緊急事態宣言が解除されました。そういう中で、前回中央公民館のときに

行われたようなスタイルで行うということは、市長としては、考えはどうなんでしょうか。

○議長（下川 俊秀君）

福田市長。

○市長（福田 浩君）
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先ほどお答え申し上げたとおり、緊急事態の解除と会合できるという、これはまたちょ

っと違う意味でありまして、幾ら緊急事態が解除されたからといって、即集合あるいは会

合を開いていい、集会を開いていいということではないと思うんです。さらなる封じ込め、

そしてコロナ対策のためにも、さらなる一段階上に気を引き締めて、そういった会合、集

会というのは控えるべきだと私は考えております。

ですから、またちょっと重複するかもしれませんけども、新たな手法で、少しでも何か

市民の皆様に一人でも多く伝える手法があるのであれば、それを実施して、今議員おっし

ゃるように、少しでも多くの方々に理解をしていただけるようなことをやっていきたいと

考えております。

○議長（下川 俊秀君）

柴田芳信君。

○議員（４番 柴田 芳信君）

この間やっぱり市民の皆さんと多くの方々と対話をしてまいりました。特に公共施設を

削減し、命と健康を守る市立病院までもなくす市政について、多くの皆さんは残念でなら

ないというふうに言われています。ぜひ、市民の皆さんの意見に耳を傾け、市民参加型の

市政に変えていくことを期待しつつ、次の質問に移らせていただきたいと思います。

東西出張所の問題についてであります。昨年９月末をもって、東西の出張所が廃止をさ

れ、多くの方々が、今、不自由を来しております。東部出張所については、年間１万

４,７５２件の利用者としても数も多く、太賀団地や通谷団地にお住まいの方々には、な

くてはならない施設であったというふうに思っております。

西部出張所の場合は、さくら館に買い物に来られた、その途中で寄られた方々が多かっ

たのではないかというふうにも思っております。

まず、市の対応策として、毎週木曜日に本庁において、窓口業務が延長されましたが、

その状況について伺いたいと思います。

○議長（下川 俊秀君）

松原市民課長。

○市民課長（松原 邦加君）

出張所廃止後の対応といたしまして、市民課では、令和２年１０月１日から毎週木曜日

の１９時まで時間外窓口を開設しております。業務内容は、住民票の写し等証明書の発行

及びマイナンバーカード関連業務でございます。１回当たりの平均件数は約２０件、内訳

は証明書の発行が９件、マイナンバーカード関連が１１件でございます。木曜日の時間外

窓口が段々と市民に周知され、特に証明書発行業務におきまして、来庁者が増加傾向にあ

り、ご好評をいただいております。

以前開設しておりました出張所における時間外窓口での取扱業務は、住民票の写し及び

印鑑登録証明書の２種類の証明書の発行のみでございましたが、本庁では設備が整ってお
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りますことから、戸籍謄抄本の発行及びマイナンバーカードの関連業務を追加いたしまし

て、さらなる利便性の向上を図っております。

○議長（下川 俊秀君）

柴田芳信君。

○議員（４番 柴田 芳信君）

通谷や太賀地域に住まわれておられる方は、一旦コミュニティバスを利用されたとして

も、公共交通機関に乗り換えなくてはなりません。徳若バス停から市の本庁までは、歩い

て８分、新手バス停からは６分歩かなければなりません。現在の交通体系について伺いた

いと思います。

○議長（下川 俊秀君）

白石都市計画課長。

○都市計画課長（白石 和也君）

現在、市役所と通谷電停付近を結ぶ公共交通機関としましては、西鉄バス中間線及び中

間市コミュニティバス予約型乗合タクシーなかよし号がございます。西鉄バス中間線をご

利用の場合は、旧東部出張所の最寄りにあります通谷電停バス停からご乗車され、市役所

最寄りの停留所の新手で下車していただく方法となり、市役所開庁時間には、１日５往復

の１０便で運行しております。

また、市西部地域にお住まいの方々は、買い物や病院などへ行く目的として運行してお

ります中間市コミュニティバス予約型乗合タクシーなかよし号をご利用いただければ、同

じく通谷電停バス停からご乗車され、中間市役所までお越しいただけます。なお、このコ

ミュニティバスは、週４日、１日４往復の８便で予約運行しております。

議員ご指摘のとおり、南校区コミュニティバスフレンドリー号をご利用の場合、市役所

にお越しの際は西鉄バス中間線などに乗り換えが必要となります。このコミュニティバス

は、中間南校区内の高低差のある地域において運行し、既存公共交通の利用促進のため、

バス停や鉄道駅を結び、また日常生活の目的地となる商業施設や病院への移動を支援する

ことを目的としております。つきましては、ご来庁の際は、ぜひとも既存の公共交通機関

をご利用いただきたいと考えております。

○議長（下川 俊秀君）

柴田芳信君。

○議員（４番 柴田 芳信君）

ちょっと時間がなくなりましたが、市民課の窓口のあり方、そして仕事を持っておられ

る方々については、週１回の利用時間の延長については、確かに重宝されているように思

います。交通体系についても、再検討される年だと聞いておりますが、昨年のデータはコ

ロナの関係で不十分だとも聞いています。

いずれにしても、市民の皆さんが市の窓口利用について、今回は市民課、都市計画課と
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各課をまたがるような事案について、利用しやすいように総合的に、これから考えていた

だきたいなというふうに思います。

以上で、私の質問を終わらせていただきます。

………………………………………………………………………………

○議長（下川 俊秀君）

この際、午後１時まで休憩いたします。

午後０時00分休憩

………………………………………………………………………………

午後１時00分再開

○議長（下川 俊秀君）

休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問を続けます。小林信一君。

○議員（２番 小林 信一君）

中間クラブの小林信一です。通告書に従いまして、一般質問をさせていただきます。

今回、一般質問としまして、大きく４点ほどをお尋ねする項目を用意しておりました。

しかしながら、午前中の他の議員さん方の一般質問の中に、私が答えを求める質問項目が

ありましたので、そういったものについては、もう、重複を避けさせていただきたいと思

っております。そういう形で、質問を始めさせていただきます。

市立病院の廃止に伴うことで、市民の皆さんからいろんな声をお聞かせいただき、声を

寄せていただきました。患者さんの処遇とか、職員さんの後の就職等につきましては、先

ほど言いましたように、もう答えが出ておりますので。

通っておりました患者さんの思いを、いくつか伝えさせてください。

２月５日の廃止条例決定後、こういう声を寄せられ、あるいは電話をいただきました。

「私は、市立病院に通っとるが、２月１５日だったと思いますがね、この日が診察の最後

だと、今日で終わりですよと言われた。次からどこに行ったらいいんかい」と、そういう

声をいただきました。「病院のほうで、あと、どこの病院にかかって、診察を、治療を継

続するかと、そういうお世話があるはずですが」、そういうふうなお答えをさせていただ

きましたけど、やはり、自分が今まで安心してかかってた病院が、今日で終わりと言われ

たら、言われた患者さんの気持ちっていうのは、周りが簡単に言うほど解決できないんで

すね、気持ちの上で。

行くところない、さらに、遠賀中間医師会に連絡を取って、病院を紹介してもらうとか

いう話も出てたと。医師会に相談して、中間市内から離れたところを紹介されたらどうす

るんかと、交通手段がないと、わたしゃ年を取っとる、車も乗れない、どうやって継続す

るんか、まあ、こういうふうな声もありました。

たまたま、手元にありました去年の新聞、これ、国のほうが公的４２４病院、要再編と、
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こういう見出しのついた新聞記事です。毎日新聞です。この記事の一部に、これは、たま

たま「石川県の加賀市医療センター、２０１６年市内２病院を統合して誕生した」、で、

これに関する記事が、ここ載ってるんですね。２つの病院が１つになったと。いわゆる、

統合されたと。だから、統合されて病院の近くに住んである方は、喜んであるんです、物

すごく。自分たちがすぐに病院にかかれるいい病院ができた。

ところが、廃止される病院がありますね。そこに住んでた人は、こういうふうなことを

言われとるんです。「病院がなくなった地域で、新病院まで路線バスで約３０分もかかる

ようになった」、足が悪いという男性、７９歳。「遠くて不便な新病院には、１度も行っ

ていない」、病院はあるんですよ、でも、行けないと言うんです。こういう人がたくさん

出てきているという現実があるんですね。

先ほど、中間市の高齢化率は３７％とか３８％とか、数字言われてましたね。高齢化が

どんどん進む。そしたら、動けない高齢者、病院にかかりたいけれども動けない高齢者が

増えるんですよね。そこのところはどういうふうに、これまで判断されてきたのかと。大

きな課題が、残されていろうかと思います。

さらに、こんなこと言われた方がいます。「あんたたちゃあ、病院の関係者、医者とか

看護師とか事務職の人とか、そういった人には目が向いとろうが。ところが、病院をこれ

まで支えてきた、いろんな業者がおる。出入りしている業者がおるやないか。この人たち

も、４月１日から、職失うぞ」と。ここには、目が向いていない。例えば、病院の前で待

機されてる姿、よく見ます。タクシーの運転手の方、お客が減りますよ。収入減ります。

病院に、何かしらの食材納入している業者もおられたはずですね。これも、ストップしま

すね。病院に関わって、いろんな清掃から、廃棄物から、ごみから、関わってきた人、た

くさんおるはずです。そういった方は、「収入が激減していくのに、俺たちのことは何も

表に出ない。中間市は冷たいなあ」、こういう声がささやかれております。仕事が減る、

失う、こういうことになったら、物すごくその人にとっては大変なことですよ。さっき言

いましたように、はたから簡単に次の職探せばいい、これで済むような問題じゃないです

ね。

だから、以前、市長が言われました。「中間市を笑顔があふれるまちに、僕はします」。

まだ、その言葉を私は頭に残ってます。私の見る限り、市民から笑顔が消えてるんじゃな

いかと、そんな気がしてなりません。そういう、表に出てこないで困ってある方が、たく

さんある。そういう状態が発生しているということを、十分にご承知いただきたいと思い

ます。

それに合わせまして、先ほど病院が廃止された経過について、市民に説明をという声が

ありました。すぐに出てくるのが、このコロナ禍の状態で、人を集めることが困難ですっ

て、こういう言葉が出ます。１月には、成人式ありましたよね。ハーモニーホールにどれ

だけの人間が入ったか。今、そういう人が集まるのも、コロナ対策を十分手を打って、集
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まる環境を整備してやんなさいと、会議等を含めてですね、そういう状況に変わりつつあ

ります。

市長は、かねて、この廃止条例が決定した後に、きちんと市民に対する説明の場を設け

ますと、これを断言されてたはずです。そこについては、もう一度、市長、この取り扱い、

どういうふうにされるおつもりか、ここだけ念押しさせていただきたいと思います。お願

いします。

○議長（下川 俊秀君）

福田市長。

○市長（福田 浩君）

先ほど、午前中で議員の質問があったときにお答えしたプラスですね。今、小林議員か

らのご質問のとおり、例えば成人式等の人数を制限してでの開催、それも、しっかりとし

た感染対策を取って、そして皆さんにご理解を得た上での開催をさせていただきました。

それと同じくして、この説明会等々が、その対策を取ることによって開催できるのであ

れば、当然それは我々としても、やっていかなきゃいけないことであるし、私も公言した

ように、やっていく所存でございます。ただ、今、この質問されたことに対しての答えに

関しては、やると、確実だということは、ちょっと控えさせていただきますが、やれるこ

とは、とにかく少しでも多くの方々に説明をするために、ありとあらゆることをやりたい

と、先ほど申し上げた通りでございまして、その中の１つの選択として、例えば感染症の

対策しっかりとって、そういう大きなホールで人数制限の中できるのであれば、ぜひ、や

らせていただきたいし、それは十分な市民の皆さんの理解を伴うものであり、これは説明

会のためのことで、危険にさらしちゃいけないということは重々、議員は分かっていると

思います。

コロナ対策というのは、我々は世界でも初めての、たぶん、経験だと思っております。

その中において、今、緊急宣言が例えば解除されたとか、時間が８時のやつが９時になっ

たとか、そういうことになるから、じゃあやったらいいじゃないかって、そういう安易な

発想ではなくて、今言われている中の最大限のことをどうやったらいいのかということを

踏まえて、やっていきたいと思っておりますので、その辺はご理解いただければと思って

おります。

重ねて申しますけども、ネットを通じたもの、それから広報紙を通じたもの、それから

もしかしたらそれ以上のものが出てきたら、それを我々は駆使して説明いたします。それ

と、やはり人の集めた集会みたいなものができる環境におけて、やれるものであれば、そ

れは逐一、我々としても説明をしていかなければいけないというふうに思ってます。

○議長（下川 俊秀君）

小林信一君。

○議員（２番 小林 信一君）
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そういう答弁しか出てこないんだろうなあというのは、半分想像はしておりましたけれ

ども。

昨年になりますか、こういう病院の問題があったときに、市長は６０いくつかある自治

会も個別にきちっと回って、丁寧な説明をしてまいりたいと、そのときもコロナ禍だった

んですね。そのときは、そういうふうに言われとったんです。今は、安全策とか状況を見

てというふうなことで、ちょっとその辺のトーンが変わってしまったのかなというふうな

気がしてなりません。

先ほど、市長の動画ビデオですか、そういったものを流して、市民に伝えていくと言わ

れました。広報紙もありますね、確かに。でも、それは一方通行なんですね。相手から、

市民からの跳ね返りというのは、直接的にはないわけですよ。それで済ましていくってい

うのは、僕は、責任がきちっと果たしたかなというところで、非常に疑問を抱かざるを得

ません。

先ほど、何かいい方法があれば教えてほしいというふうなことを言われてましたが、そ

の方法は、市長が自ら考えるべきではないでしょうか。

そういうことをちょっとお伝えしながら、次の質問のほうに移らさせていただきたいと

思います。

これも、今後の財政面と関わりが出てくる部分ですが、以前、中間市の公共施設等の取

り扱いにつきまして、いろんな方がこの議場で質問を繰り返し、繰り返しされてきました。

そういったときに出てきました言葉が、公共施設につきましては、個別計画を策定すると。

その個別計画に基づいて、各公共施設の今後の維持管理、修理して使うのか、廃館するの

か、閉館したままするのかと、いろんなその後の処置が、これに基づいてなされるという

ふうに受け止めております。しかしながら、この個別計画を私は目にしてないんですが、

これは令和２年度の３月いっぱいで、これが出るとかいう話を聞いてるわけです。これが

出て、いろんな公共施設の取り扱いが議論され、いろんな形が着手されていくものと思っ

ておりましたけれども。

今、次から次に、この公共施設の取り扱いが、ある日突然というような形で表に出され

てきます。この個別計画というのは、３月いっぱいで令和２年度終わりますが、これはど

ういうふうな取り扱いになっておるんでしょうか。ちょっとこの点について、お尋ねをし

たいと思います。

○議長（下川 俊秀君）

田中総務部長。

○総務部長（田中 英敏君）

中間市公共施設等個別施設計画は、平成２９年３月に策定いたしました中間市公共施設

等総合管理計画に基づき、学校施設、公営住宅、インフラ施設等を除く、市民の皆様が利

用する主な１７施設について、中長期的な保全計画及び活用計画を定めるものでございま
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す。

個別施設計画策定の進捗状況でございますが、現在、今年度中の完成に向け、鋭意取り

組んでおり、来年度の早い時期には公表を行う予定となっております。

○議長（下川 俊秀君）

小林信一君。

○議員（２番 小林 信一君）

来年度の早い時期っていうのが、いつになるか、そこは明確にはお答えはないんでしょ

うか。

○議長（下川 俊秀君）

田中総務部長。

○総務部長（田中 英敏君）

これも、まだ、会議等経過を踏まえないといけませんので、早い時期というような表現

をさせていただきました。

○議長（下川 俊秀君）

小林信一君。

○議員（２番 小林 信一君）

先ほど言いましたように、それぞれ施設の個別施設計画、これが表に出てきて私たちは

それを目にしないと、今後その施設をどうしたらいいのかと。

当然、この維持管理については、市の予算の執行が伴うわけですよね、いろんな形で。

だから、これをある日突然廃止します、これは継続します、この修理代にいくら出します、

ポンポンと言われたときに、私どもはどういうふうな形で、中間市のこれから先を見てい

ったらいいのか分からなくなります。少なくとも、私はですね。だから、これに基づいて

進めるんだったら、これを柱に、個別計画を柱に取り扱いを論議、協議し、取扱方向を決

めていただきたいなとそういうふうに思うわけです。

早い時期となりましても、私も今ここにこうやっておりますけども、６月以降、ここに

おるかおらんか分かりません、正直ですね。気になってしょうがないんですね。中間市が

今後どうなるのかと、そういう思いがいっぱいです。早い時期ということですから、また

どこかでお尋ねする機会があればお尋ねしながら、今後の中間市のお金の使い方、ひとつ

考えてみたいと、こういうふうに思います。

時間の関係がありますから次に行きますが、市長も言われました。市の財政が枯渇状態

にあるような言葉を、この前、市長が言われました。財政難、もう財政の枯渇状態と、も

う中間市は財政的に１円たりとも余裕がありませんよと、こういうふうな状況のことを説

明されたんだと思います。

そういった状況にある中で、令和３年度の暫定予算といいますか、当初予算、この骨組

みを今から審議していくわけですね、私どもは。しかし、そういった中で、そこまで底を
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ついている財政状況の中で、どこをどうやって削減し、財政再生団体というんですか、そ

れにならないようにしていくのか。やっぱり見直すところがもっともっとたくさんあった

んじゃないかと。病院だけでよかったんかという思いがあります。

そういった中で、これまで自分が関わってきた社会教育施設の中で、市民会館、それか

ら図書館、体育施設、こういった大きな３施設について、これまでも常任委員会、総合政

策委員会の中でも、年度ごとの指定管理料、この見直し、それに合わせて業務内容の見直

し、これも検討し、進めてもらいたいと、財政の負担軽減を図ってほしいというふうなこ

とが確認され、関係部署でもそれを進めますというお話があったと思います。これがどう

いうふうに今進められておるのかということでお尋ねをさせてください。お願いします。

○議長（下川 俊秀君）

佐伯教育部長。

○教育部長（佐伯 道雄君）

生涯学習課が所管しております中間市市民会館の管理委託料につきましては、本年度に

消費税増税分を据え置きとしており、また、事務等の見直しにより２５８万円の減額をし

ております。

次に、中間市民図書館におきましては、本年度に消費税増税に伴い、増額がある中、事

務事業の見直しにより、前年度から約３万円の増額にとどめております。

さらに、社会体育施設におきましては、令和元年度は、光熱水費及び河川敷草刈業務の

見直しを行い、平成３０年度から約４２２万円の減額を行っております。

また、本年度におきましては、前年度から約２２１万円の増額となりましたが、この要

因は、前年度まで指定管理料とは別に交付しておりました中間市体育協会への補助金相当

額を合算したためであり、当該補助金相当額を控除した指定管理料は、電気料金の契約見

直し及び体育文化センターの周辺の草刈業務の見直しにより、前年度から約４６１万円の

減額を行っております。

○議長（下川 俊秀君）

小林信一君。

○議員（２番 小林 信一君）

多少なりとも減額の方向、削減の方向でやってきたというふうなお答えだったと思うん

ですが。来年度の予算の一部、一部ですよ、ちょっと目にしたときに、例えば、社会福祉

協議会さん、ここの補助金ですね、これたしか２割ぐらいカットされとったと思います。

あるいは、シルバー人材センター、ここの補助金も同じような項目のところ並んでいたと

思うんですがね、ここも２割ぐらい削減されていました。ほかにも補助金が削減されたと

言われる声、たくさん聞いているんですね。補助金等はどんどん減額していく。なぜか。

お金がないからですよね。

指定管理料も毎年見直しができるということになっているんですが、確かに見直しはさ
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れているようですけれども、これで十分かと。他の指定管理料は、どうなっているのか。

これまでも、例えば、建設関係で何か落札率というんですか、それが中間市の場合は

９３とか９４とか、非常に高止まりの傾向にあると。少しそれを見直したら、かなりの経

費、予算が削減できると。ここにいろんな方が立たれて、そういったところを見直せと、

電子入札もしろと、そういった声も多々上がったと思います。そういった他の指定管理、

それから入札等々も含めて、本当に予算削減に向けたその姿が出てきているのか。だから、

強くそれが出されているところと過去とあまり変わらないというところがあろうかと思い

ます。そういったところの見直しを、ぜひしてもらいたいし、あとの予算の審議のときに、

もう少し小まめにその辺は私も見させていただきたいなと、こういうふうに思っておりま

す。

次にお尋ねする中身になりますが、そういった社会教育施設を維持するときに、３施設

に限定してということでお願いします。今後、これを維持、管理するために、補修とか改

修、あるいは施設機器の入れ替え等々、そういったものが言われております。大体どのよ

うな予定を今組まれておるのか、分かりましたら教えてください。

○議長（下川 俊秀君）

佐伯教育部長。

○教育部長（佐伯 道雄君）

中間市市民会館における修繕や機器等の交換につきましては、約１１億円が見込まれて

おります。

次に、中間市民図書館につきましては、空調設備及び外壁の改修の費用として、約

８００万円見込んでおります。

また、中間市社会体育施設であります体育文化センターにおきましては、耐震改修、空

調設備更新工事に約３億５,０００万円が見込まれております。

○議長（下川 俊秀君）

小林信一君。

○議員（２番 小林 信一君）

今お聞きのとおり、かなりの高額のその改修費なり機器の入れ替え、そういったものが

考えられておるようですね。特に、ハーモニーホール、市民会館になりますと、いろんな

ものを入れ替えると、１０億、１１億のお金が必要になってくると。これ１０年先、

２０年先でいいよという話じゃないんですね、近々のうちにこれが要るということなんで

すね。

体育文化センターのほうは、避難所等にも指定されているというようなことも聞いてお

りますし、耐震改修とか空調、そういったもので３億５,０００万ぐらい要ると。図書館

については、以前、改修されていますから、私たちがあっと思うような改修、補修の金額

は出てきません。しかし、先ほど言いましたように、財政枯渇で、場合によっては財政再
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生団体に入るかもしれないと言われる危機的な状況にあって、今言われたような金額を

次々に出していくことが可能なのかどうか。

来年度の予算の一つには、ハピネスなかま福祉総合会館ですか、ここの中の改修費には、

１億３,９９０万円、１億４,０００万円要るんですね。もうそれは予算に組まれています。

だから、先ほど言いましたように、どのような計画立てで市はこういった公共施設を維持

されようとしているかというのが見えないんですね。その時その時出てきますから。だか

ら、本当に金がないで困っているのかなと、この疑問を抱かざるを得ません。

こういうふうな改修というのが、今後、可能かどうか、その点だけ、どなたかちょっと

答えていただけませんでしょうか。

○議長（下川 俊秀君）

佐伯教育部長。

○教育部長（佐伯 道雄君）

改修につきましては、今後、また個別計画等出ますので、その状況を見ながら、また考

えていきたいと考えております。

○議長（下川 俊秀君）

小林信一君。

○議員（２番 小林 信一君）

部長の立場からしたら、個別計画が出て、それにのっとってと、そういうお答えしか出

ないんですよね。だから、早く出してくださいと言っているんですよ。それを、来年度早

い時期になんて言われたって間に合わないんですよね。その辺は、よく考えて、一日でも

早く、やっぱり中間市はこういう形で公共施設は維持管理を今後やっていきますという方

針を示していただきたいと思います。そういうお願いをしておきます。

最後になりますが、これも、これまでお尋ねした内容になるかと思いますが、学校の統

合、これに関する中身になります。

昨年１２月に中間市学校施設再編基本計画策定委員会、ちょっと長いですね、これが設

置されて、今後の中間市の学校の統合、そういった問題について対処していくようになっ

ているようです。学校の統合につきましては、新聞紙上にドーンと発表されて、１０の案

に、どれにいつ決まるんか、どれにいつ決まるんかという声が、いまだに絶えません。

１０の案というのが、ものすごくやっぱりインパクトが強かったんですね。あれは、あく

までも素案であって、十分にこういう審議会というんですかね、委員会を設定して協議し

ていくと、あくまでも討議の一材料ですよと言っても、なかなか頭から消えていかないん

です。

そういう状況にありますので、保護者なり地域の方は、これがどう進んでいるのかと、

これも早く知りたいんですね。こういった学校の再編なり統合、これの今の見通しについ

てお尋ねをさせていただきたいと思います。
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○議長（下川 俊秀君）

片平教育長。

○教育長（片平 慎一君）

学校施設再編の基本計画の指針を示すため、本年度、策定委員会を設置しており、その

中で学識経験者、地域や保護者、学校の代表者のご意見を伺いながら、新しい学校の施設

形態や学校数、建設場所等を定めていきたいと考えておるところでございます。

当初の予定では、策定委員会を５回程度開催し、本年度末までに基本計画を策定するこ

ととしておりましたが、しかしながら、昨今のコロナ禍の影響もあり、令和２年１２月に

第１回を開催し、その後、開催に至っておりません。おおむね半年程度の進捗に遅れが生

じておるところでございます。

今後、教育環境の現状把握や、保護者・教員向けにアンケートを行うなどしながら、可

能な限り遅れを取り戻すよう努めてまいります。

また、本委員会の進捗につきましては、委員会開催後、速やかに広報紙やホームページ

で広く市民に周知を図ってまいります。

なお、議員質問の住民向け説明会につきましては、学校数や、その配置の案が明らかに

なる基本計画策定後のしかるべき時期に各小学校区での住民説明会を実施してまいりたい

と考えておるところでございます。

○議長（下川 俊秀君）

小林信一君。

○議員（２番 小林 信一君）

１２月スタートして、やっと今からその審議が可能になりましたと。昨年は、やはり先

ほどと同じように、コロナの関係で、持ちたいでも会議が持てなかったというふうな事情

もあろうかと思います。その点は、市民の理解も得られようかと思いますので、ある程度、

コロナの対応ができるようになってきた昨今では、やはり何らかの形でこの会議を早めて

いただいて、もちろん先ほど言われましたように、安全対策を怠ることはできませんから

ね、これは万全を期してということで、親も関心のある学校の統合については、できるだ

け早い時期にですね、私も「できるだけ」という言葉を使わないとしょうがなくなるんで

すね。でき得れば、今年、令和３年１２月ぐらいまでには何らかの姿を打ち出していただ

けないものかなと、そういう思いでおります。

そこで「します」という確約を取ろうとは思いません。しかし、そういう、ある到達日

の目標を決めて動いていかないと、できないできないできないで、またさらに、これ日に

ちが延びる可能性はありますので、その辺は皆さん十分ご承知と思いますので、そこのと

ころは、委員会のほうでもしっかりと策を講じていただいて取り組んでいただきたいと思

います。

そういうお願いをいたしまして、私の一般質問、これで終わらせていただきます。あり
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がとうございました。

………………………………………………………………………………

○議長（下川 俊秀君）

この際、暫時５分間休憩いたします。

午後１時32分休憩

………………………………………………………………………………

午後１時35分再開

○議長（下川 俊秀君）

休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問を続けます。掛田るみ子さん。

○議員（７番 掛田るみ子君）

公明党の掛田るみ子です。通告に従い、一般質問を行います。

初めに、要支援者の避難のための個別計画策定について質問いたします。

東日本大震災から１０年を迎えようとしていますが、先月１３日に福島県沖で発生した

震度６強の地震が１０年前の余震と聞き、改めて自然災害の脅威を感じた次第です。被害

に遭われた方に、心よりお見舞い申し上げます。

さて、近年の激甚化する自然災害では、高齢者や障がい者などが逃げ遅れ、犠牲になる

ケースが後を絶ちません。災害時に自力で避難が難しい人は避難行動要支援者と呼ばれ、

事前に一人一人の避難先、手助けする人など、避難方法を決めておく個別計画の策定が推

奨されています。

昨年９月議会の一般質問で、中間市の個別計画づくりが実質的には自治体任せになって

いること、個人情報保護の壁に阻まれ、要支援者の名簿はもらえず、手探り状態で現場は

苦慮していること、高齢者や障がい者を所管している福祉部局と連携し、進めるべきでは

ないかと訴えさせていただきました。その後の進捗状況についてお伺いします。

○議長（下川 俊秀君）

田中総務部長。

○総務部長（田中 英敏君）

本市におきましては、平成２６年度から避難行動要支援者避難支援事業を実施し、災害

時に自力で避難することが困難な高齢者や障がいのある方などに対して、自主防災組織を

中心に、災害情報の提供や避難行動の助け合いなどの支援が地域の中で行われる体制づく

りを小学校区ごとに進めております。

今後、さらなる拡充を図るため、現在、市内における対象者約１,８００人の名簿を作

成し、年度ごとの管理更新、災害時の安否確認等の業務を行うための避難行動要支援者管

理システムを構築中でございます。

システム構築後には、福祉部局の協力の下、対象者に対して登録申請書を郵送し、返送
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された同意書をもとに地域に情報提供を行い、支援員を選定することにより、本市の個別

計画を策定することとしております。

また、一人暮らし見守り隊やケアマネジャーとの連携を図り、同意書の取得拡充に努め

てまいりたいと考えております。

○議長（下川 俊秀君）

掛田るみ子さん。

○議員（７番 掛田るみ子君）

ご答弁では、個別計画は、避難行動要支援者管理システムの構築後に福祉部局と協力し

策定するとのことでしたが、そもそも対象者の名簿はいつからあるのでしょうか。お伺い

します。

○議長（下川 俊秀君）

石井安全安心まちづくり課長。

○安全安心まちづくり課長（石井 浩司君）

平成２５年頃からでございます。

○議長（下川 俊秀君）

掛田るみ子さん。

○議員（７番 掛田るみ子君）

８年前には要支援者の名簿はできていたということになります。それでは、現時点で個

別計画ができている自治会の数と人数をお聞かせください。

○議長（下川 俊秀君）

石井安全安心まちづくり課長。

○安全安心まちづくり課長（石井 浩司君）

１１地区、１１０名でございます。

○議長（下川 俊秀君）

掛田るみ子さん。

○議員（７番 掛田るみ子君）

６１自治会中１１地区、１１０名ということで、ご協力いただきました自治会の皆様に

大変感謝いたします。

ところで、１１地区ということは、９月議会の答弁と同じである、進んでいないように

思われますが、この５か月間どのような対応をしてきたのか、お伺いします。また、シス

テムの完成予定はいつなのでしょうか。併せてお願いします。

○議長（下川 俊秀君）

石井安全安心まちづくり課長。

○安全安心まちづくり課長（石井 浩司君）

システムは令和２年度末で完成予定となっております。
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令和２年９月以降の対応といたしましては、議員からの一般質問後、すぐに福祉部局と

協議を行い、対象者に対しての登録申請書の郵送など、協力態勢を確認いたしました。ま

た、介護保険課との協議におきましては、お互いに必要な取組であることから、一人暮ら

しの見守り隊やケアマネジャーとの連携を図ることを確認いたしました。

○議長（下川 俊秀君）

掛田るみ子さん。

○議員（７番 掛田るみ子君）

私の一般質問以降、福祉部局との協議をしていただいたことは評価したいと思いますが、

ただ、名簿は手元にありましたから、システムの構築と並行し、対象者へ申請書の郵送な

どを働きかけはできなかったのでしょうか。このままいったら、本年６月の梅雨前までの

策定は難しいように思われますが、いかがでしょうか。

○議長（下川 俊秀君）

石井安全安心まちづくり課長。

○安全安心まちづくり課長（石井 浩司君）

日程的には、ちょっと６月までには難しいかと思われます。

○議長（下川 俊秀君）

掛田るみ子さん。

○議員（７番 掛田るみ子君）

日々、所管業務を一生懸命されていることは、もう承知しておりますが、優先順位が低

いのでしょうか。市民の命を守るという意識が低いわけではないとは思いますが、毎年、

ゲリラ豪雨や線状降水帯など各地で被害が発生しているのですから、もっと危機感とス

ピード感を持って進めるべきではないでしょうか。前倒しにできることはないのでしょう

か。改めて、個別計画策定の目標と今後の見通しについてお伺いします。

○議長（下川 俊秀君）

石井安全安心まちづくり課長。

○安全安心まちづくり課長（石井 浩司君）

今後の見通しといたしましては、システム構築後に、対象者に対して登録申請書を郵送

する予定でありますが、たとえ支援が必要な方の把握ができたとしても、支援をする人が

見つからなければ個別計画を策定することはできません。そのために、地域の方をはじめ、

一人暮らしの見守り隊、ケアマネジャー等との連携を図りながら、一人でも多くの方に支

援が行える体制づくりができることが目標と考えております。

○議長（下川 俊秀君）

掛田るみ子さん。

○議員（７番 掛田るみ子君）

最初の答弁とあんまり変わりなく、やっぱりもう少し日程を組んで、できるできないは
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別にして、目標を持ってなさったほうが確実に進むのではないかと思います。

公明党は令和３年度の概算要求で、個別計画の策定を盛り込んだ災害対策基本法の改正

及び関連予算の確保についても上げさせていただきました。今国会で改正案が通れば、個

別計画の策定が努力義務となり、地方交付税措置に盛り込まれる方向であると聞いており

ます。財政支援があれば、個別計画の策定も進めやすくなることでしょう。大分県別府市

では日本財団の助成を受け、ケアマネジャーや福祉専門職にも協力してもらい、日頃のケ

アサービスの延長上で個別計画の策定を進めているそうです。コロナ禍で人の交流が少な

くなっている今だからこそ、策定の過程で孤立を防ぐなど、地域の見守り活動の強化も図

られるのではないでしょうか。まずは、危険区域にお住まいの方から優先的に策定してい

ただき、要支援者の避難訓練を行い、地域で支え合う真に安心・安全なまちづくりが進展

するように切望し、次の質問に移ります。

デジタル化の推進による、行政の利便性と効率性の向上についてお伺いします。

少子化が進む日本を持続可能にする鍵が、「デジタルトランスフォーメーション」だそ

うです。ＩＴ、いわゆるコンピューターとネットワークを利用した技術の進化によって

人々の生活をあらゆる面でよい方向にさせるという、デジタル技術による変革を意味しま

す。デジタル化により社会の仕組みが一変する、その大きな変革期に生きているのだと改

めて実感いたします。実際、コロナ禍でリモートワークやオンライン会議など、急速に私

たちの生活に身近なものになってきております。しかしながら、日本は先進諸国に比べ、

デジタル化の遅れが目立ち、１０万円の定額給付金のオンライン申請に見られるように、

国と地方のシステムの連携がうまくいかないなど、多くの課題が浮き彫りになっています。

遅れを取り戻すために、国はデジタル庁を創設し、デジタル社会の創設を急いでおります。

本市にとってはデジタル化の推進による市民サービスの向上や、行政事務の効率化による

経費削減こそが市政を持続可能にする改革の要であると考え、質問に上げさせていただき

ました。よろしくお願いいたします。

さて、国のマイナポータル・ぴったりサービスは、各自治体の手続内容の検索と電子申

請ができるもので、災害時の罹災証明書の申請から児童手当など、幅広い行政手続がスマ

ホやパソコンで可能になるものです。ぴったりサービスの活用なども含め、本市の行政手

続のオンライン化はどこまで進んでいるのか、お伺いします。

○議長（下川 俊秀君）

平川企画課長。

○企画課長（平川 佳子君）

ふくおか電子自治体共同運営協議会のサイトにて、児童手当額の改定等の手続は可能と

なっております。今年の５月にマイナポータル・ぴったりサービスにあります、児童手当

申請ポータルがリニューアルされる予定でございます。リニューアル後には、児童手当申

請サービスの取組を進めてまいりたいと考えております。
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○議長（下川 俊秀君）

掛田るみ子さん。

○議員（７番 掛田るみ子君）

ふくおか電子自治体のサイトは、パソコンの手続のみでカードリーダーがいるというこ

とでして、実質的には中間市の業務でオンライン申請ができるものはないに等しいという

ふうに認識しています。答弁にありましたように、国のぴったりサービスも中間市の登録

はあり、児童手当など子ども・子育て関連の項目が出てまいりましたが、使えるようには

なっていませんでした。５月にリニューアルされ、国から提供されれば中間市も使えるよ

うになるとのことでしょうが、まずは児童手当のオンライン申請から開始し、子育て世代

のサービスを皮切りに、介護や被災者支援など項目を広げ、市民が便利に利用できるよう

に早めに整備するべきと思いますが、いかがでしょうか。

○議長（下川 俊秀君）

平川企画課長。

○企画課長（平川 佳子君）

行政手続のオンライン化といたしましては、マイナポータル・ぴったりサービスの活用

が挙げられますが、本市では、現在、整備中のため、ぴったりサービスの利用ができない

状況でございます。オンラインサービスを向上するために、申請サービスの取組を進めて

まいりたいと考えております。

○議長（下川 俊秀君）

掛田るみ子さん。

○議員（７番 掛田るみ子君）

どうぞよろしくお願いいたします。スマホ利用にたけている子育て世代の若い方には大

変有り難いサービスですから、積極的に進めていただきますようお願いいたします。

さて、現在、スマホは７６億人、世界人口の過半数が所持しているそうです。スマホは

世界中の人とつながれるデジタル社会へのパスポートと言われていますが、マイナンバー

カードは行政サービスのデジタル化による恩恵を受けるための必需品であり、鍵のような

ものになります。国もマイナンバーカードとスマートフォン、ネット環境さえあれば、ど

こからでも２４時間３６５日、様々な行政サービスを利用できるようにシステムの標準化

を進め、環境整備を整えているところです。そこで、どれくらいの市民の方がマイナン

バーカードを所持しているのか、カードの普及率をお伺いします。また、今後、マイナン

バーカードの利用価値が広がりそうですが、普及に向けた取組について、併せてお伺いし

ます。

○議長（下川 俊秀君）

松原市民課長。

○市民課長（松原 邦加君）
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まず、本市におけるマイナンバーカードの交付状況でございますが、令和３年２月

２１日現在の交付枚数は１万２４枚で、交付率は２４％でございます。今年度当初と比較

いたしますと、交付率は１１ポイント上昇いたしました。福岡県におけるマイナンバー

カードの交付率は２５％で、県平均を若干下回っております。

次に、普及率向上のための取組でございます。

広報紙への記事掲載、成人式でのチラシ配布、各課窓口及び確定申告会場でのポスター

掲示をはじめ、市民課窓口にて無料で写真撮影を行うマイナンバーカード申請補助サービ

スを実施しております。また、今年度は大型商業施設に職員が出向き、マイナンバーカー

ドの申請とマイナポイントの申込みを行う出張イベントを７日間実施し、８６９名の方が

来場されました。そのほか、木曜日の時間外窓口に加え、本年１月から第２土曜日及び第

４日曜日にマイナンバーカード交付窓口を開設しております。マイナンバーカードは健康

保険証としての利用が順次開始され、医療機関での受付、支払いの簡素化や薬剤及び医療

費の情報閲覧、確定申告の医療費控除手続における医療費情報の自動入力が可能となるな

ど、ますます利便性が高まってまいります。新型コロナウイルス感染症の流行により、出

張イベント等の実施が難しい状況ではございますが、マイナンバーカードは行政サービス

の向上に欠かせない重要な基盤でございますので、今後も国の交付円滑化計画にのっとり、

関係各課との連携の下に、マイナンバーカードの普及促進に積極的に取り組んでまいりま

す。

○議長（下川 俊秀君）

掛田るみ子さん。

○議員（７番 掛田るみ子君）

商業施設での７回の出張イベント、時間外や土日の窓口開設など、新規の取組をしてい

ただき大変にありがとうございました。ご苦労もあったでしょうが、カードの交付率が

２４％と、１年で１１ポイントも上昇したことは大きな成果であり、高く評価したいと思

います。コロナ禍ではありますが、ワクチン接種も始まりますので、今後、自治会など小

さな単位の場所にも出張し、さらなる推進をしていただきたくご期待いたします。

ちなみに、カードを持ち歩き、なくした場合のセキュリティーが気になりますが、大丈

夫でしょうか。お願いいたします。

○議長（下川 俊秀君）

松原市民課長。

○市民課長（松原 邦加君）

マイナンバーカードを紛失すると悪用されるのではないか、個人情報が筒抜けになるの

ではないかと心配する声をお聞きすることがございます。しかし、マイナンバーカードに

は様々なセキュリティー対策が施されております。具体的には、マイナンバーカードのＩ

Ｃチップの中には、氏名、住所、生年月日、性別の基本情報のみ記録されており、税や年
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金などの個人情報は入っておりませんので、マイナンバーカードを使用しても、ＩＣチッ

プに基本情報以外の個人情報が蓄積されることはございません。また、ＩＣチップの利用

には暗証番号が必要なため、第３者は利用できず、不正に情報を読み出そうとした場合は

ＩＣチップが壊れ、使用不能になります。個人情報は一元管理いたしませんので、芋づる

式に情報が漏えいすることもございません。たとえマイナンバーカードを悪用しようとし

ても、顔写真付のため、なりすましはできませんし、偽造ができないよう最先端の対策が

施されております。したがいまして、紛失しても心配はございませんが、国としてもいつ

でも相談できるコールセンターを設置しておりますので、安心して持ち歩いていただきた

いと存じます。

○議長（下川 俊秀君）

掛田るみ子さん。

○議員（７番 掛田るみ子君）

マイナンバーカードは、様々、セキュリティー対策が施されているので、紛失しても心

配ないというご答弁でした。市民の不安が払拭できるように、その辺りの周知もお願いし

たいと思います。

現在、キャッシュサービスや携帯電話の利用が当たり前であるように、近い将来、マイ

ナンバーカードを便利に使い、行政のオンラインサービスを受けることは当たり前になる

時代になると思われます。その一方で、急速に変化するデジタル社会についていけない方

が出てくることを危惧しております。高齢者など、私も含め、操作が苦手な方が取り残さ

れることがないよう、利便性を実感していただくためのサポートが求められます。そこで、

中間市の対応についてお伺いします。

○議長（下川 俊秀君）

平川企画課長。

○企画課長（平川 佳子君）

国は、誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化に向け、国民がデジタル社会の利便

性を実感できるよう、令和３年度以降、デジタル活用支援を展開する予定となっておりま

す。これは、高齢者等に対して、オンラインでの行政手続や民間サービスの利用方法等に

関する説明会、相談会を、全国で国直轄補助事業として実施する予定でございます。本市

といたしましても、この国事業と併せて、地域住民に対するきめ細やかな取組を促進して

まいる所存でございます。

○議長（下川 俊秀君）

掛田るみ子さん。

○議員（７番 掛田るみ子君）

国が予算化しておりますデジタル活用支援員の配置なども検討していただき、中間市民

がデジタル社会に取り残されることがないようにサポートをよろしくお願いいたします。
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さて、一昨年、６月議会でＲＰＡを活用した自治体業務の効率化について質問いたしま

した。調査・研究を進めるとの答弁でしたが、改めて、ＲＰＡいわゆる行政事務の自動化

はどこまで進んでいるのかをお伺いします。

○議長（下川 俊秀君）

平川企画課長。

○企画課長（平川 佳子君）

ＲＰＡとは、人間がコンピューター上で行っている定型作業を自動化するものでござい

ます。行政事務の自動化、ＲＰＡの進捗状況につきましては、今年１月に中間市ＲＰＡ導

入及び設計・構築支援業務を契約いたしました。対応可能な庁内業務において、作業の効

率性や正確性などの効果を検証し、まず、六つの業務をＲＰＡ化する予定でございます。

今後の取組といたしましては、３月８日より操作研修会を開き、定型業務の自動化を進め

てまいる所存でございます。

○議長（下川 俊秀君）

掛田るみ子さん。

○議員（７番 掛田るみ子君）

本年１月に契約を終え、六つの業務から自動化を進めるとのご答弁でした。このたびの

ＲＰＡの導入を大変に喜ばしく思います。行政コストの削減と職員の負担軽減のためにも、

さらなる業務の拡充を期待いたします。

さて、中間市にとって、デジタル化の推進は単なる効率化だけでなく、今後のまちづく

りの方向性を左右するほどの大きな改革のチャンスと思われますが、そのような認識はご

ざいますでしょうか。市長にお伺いします。

○議長（下川 俊秀君）

福田市長。

○市長（福田 浩君）

なるべく簡単にお話しさせていただきたいと思いますが、少々お時間がかかったらお許

しくださいませ。

今のお話のように、今回のこのコロナウイルス感染症が世界中に広まったために、この

デジタル化という言葉が非常に加速度を増して対応に迫られている時代になりました。こ

れは、何を言っているかと言いますと、この世の中が非常に不確実な世の中になってきた

と、その際に関して、このＤＸ──デジタルトランスフォーメーションという言葉の中に、

物事を簡素化し、そして効率よく物事を進めようということで進んでいるのです。しかし、

我々の今までの経済のあり方として、この単なるデジタル化だけをやっていこうとは本市

は思っておりません。特に私は思ってなくて、デジタル化だけでやってしまうと、今さっ

き、ちょっと前に企画課の課長が言ったように、このＲＰＡとか、少々やるときに、我々、

僕もそうなんですけれども、ついていけない部分があるんですね。ですから、何事もデジ
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タル化、デジタル化、効率化、効率化、物の価値を上げるためのデジタル化というのは、

僕はいけないと思っています。そこで、中間市では逆に言うと、それをやるためのアナロ

グというものを大事にして、それこそ人と人とのつながり、これが一番大事だと思ってい

ます。それを、思いやりという言葉で言わさせていただきます。実は、それがやらないと

いけない社会になっているんですね。これを簡単な言葉で言いますと、ＳＸっていうんで

す。これがサステナビリティ・トランスフォーメーションといいまして、ちょっと難しく

なるんですけども、これはどういうことかといいますと、このＳＸの中には三つありまし

て、これは、変化を知るという感知力、それからこの変化の意味を理解しようとする補足

力、それからあるべき姿に向けての対応、適応、改革、この変容力、この三つの、難しい

言葉でダイナミックケイパビリティっていうんですって。この三つがそろっているのがＳ

Ｘっていうんです。何を言いたいかって言いますと、デジタル化だけを追いかけているよ

うでは駄目だということで、中間市においてはプラスＳＸという継続可能な、簡単に言う

と逆算方式でやるデジタル化を推進しようとしています。なぜ、この継続的が必要かと言

いますと、何事もやればいいっていうものですと、その先どうなるんだと、いろんな議員

の皆さんから本当にご指摘がありました。公共施設を廃止あるいは縮小、その後に何があ

るんだと、そういうふうに言われております。じゃあ、その何があるかというものを最初

に決めて、逆算して、そして、今あるべき姿で一番対応するものは何なんだ。そのときの

一番最初にＤＸ、デジタルトランスフォーメーションというのは必須なんです。しかし、

忘れちゃいけないのはサステナビリティ・トランスフォーメーションという持続可能なま

ちづくりをやらなきゃいけないということですので、ちょっと長くなりましたけども、中

間市としては、そのデジタル化、ただのデジタル化、効率化だけではなくて、そのやって

ることが将来の子どもたちの夢と希望ある、それが継続的に、持続的につながるようなデ

ジタル化のまちづくりを構築、そして今、進めているところであります。

○議長（下川 俊秀君）

掛田るみ子さん。

○議員（７番 掛田るみ子君）

私も市長と同じような気持ちでございます。決してこれだけを優先的にしていこうとい

うつもりではございませんので、そこら辺はよろしくお願いいたします。

デジタル行政の推進地である新潟県三条市では、デジタル化の将来展望を掲げ、各証明

書のコンビニ交付はもとより、避難所の受付、選挙の投票受付、職員の勤務管理など、多

岐にわたりマイナンバーカードで全国最多のサービスを展開しています。デジタル化を成

功させ、豊かで便利なまちにするためには、市のビジョンを掲げ、推進する必要があると

思います。現在、企画課、情報政策係が中心で進めていると認識していますが、人材確保

はもとより、デジタル化推進チームの立ち上げなど、機構改革で、より一層の推進体制強

化を図るべきと思いますが、副市長の見解をお伺いします。
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○議長（下川 俊秀君）

白尾副市長。

○副市長（白尾 啓介君）

本市も今後、より一層のデジタル化というのは進めていかなければならないのは間違い

ございません。ただいまご指摘のように、今は企画課の一係員の中で一業務として取り扱

っておりますので、今後、これを人員配置も含めまして、一つの係、室というような形で

も取って、専属的な仕事を行うための部署をつくりたいと、このように考えております。

○議長（下川 俊秀君）

掛田るみ子さん。

○議員（７番 掛田るみ子君）

デジタル化の行政改革で財政再建を果たし、中間市がどこよりもコンパクトで生活しや

すい便利な町になることを切に願い、次の質問に移ります。

投票率向上のための投票所のあり方について質問いたします。午前中の質問と重なる部

分もありますが、よろしくお願いいたします。

６月１３日、中間市長選挙と市議会議員一般選挙が同日投票で行われますが、中央公民

館や働く婦人の家など、これまでの投票所で使われていた施設の今年度末での閉鎖は決ま

っております。初めに、代替施設の確保はできているのか、お伺いします。

○議長（下川 俊秀君）

中野選挙管理委員会事務局長。

○選挙管理委員会事務局長（中野 義雄君）

本年６月１３日に、中間市長選挙及び中間市議会議員一般選挙を執行する予定であり、

投票所として使用する全１５施設のうち、第７投票所である中央公民館、そして第８投票

所である働く婦人の家、以上二つの施設につきましては、今年度末で閉鎖されることとな

っておりますので、これら二つの施設の代替施設を確保する必要がございます。市民の利

便性を考慮し、これまで使用していた施設から近いところに位置する施設を検討した結果、

中央公民館の代替施設として保健センター、働く婦人の家の代替施設として働く婦人の家

に隣接する中間小学校の体育館を、それぞれ代替施設として確保しております。

なお、保健センターにつきましては、新型コロナウイルスワクチン接種会場としての使

用が見込まれていることから、当面の間は子育て支援センターを使用し、ワクチン接種終

了後に執行される選挙から保健センターを使用する予定でございます。

○議長（下川 俊秀君）

掛田るみ子さん。

○議員（７番 掛田るみ子君）

代わりの施設があるということで安心いたしました。

さて、期日前投票所の商業施設への開設について、平成２８年１２月に私が、平成
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３０年６月には中尾議員が質問しております。当時は二重投票防止のためのオンライン化

とシステム改修、人件費等、余分な費用がかかることから難しいとの回答でした。今回は、

分散投票で３密回避を名目に、国のコロナ予算が使えるのではないかと考え、市民の利便

性と投票率向上のために取り組んでほしいと再度質問に取り上げさせていただきました。

平成２９年６月の中間市同時選挙は、１８歳選挙が導入された全国初の選挙でありました。

国は投票率アップのため、主権者教育を行い、若者の政治離れに歯止めをかけようと、

様々努力しております。その一つが投票所の設置場所の緩和であります。そのため、年々、

大学や高校に期日前投票所を設ける自治体も増えております。改めて、本年６月の選挙で

の市内商業施設や高校への期日前投票所の増設について、見解をお伺いします。

○議長（下川 俊秀君）

中野選挙管理委員会事務局長。

○選挙管理委員会事務局長（中野 義雄君）

期日前投票所の増設に関するご質問にお答えいたします。

先ほどの植本議員からのご質問に対する回答におきましても申し上げましたが、期日前

投票所の増設となりますと、二重投票を防止するための環境整備、場所の安定的な確保、

人員、費用の課題があります。そして、これらに見合った費用対効果や選挙の公正の確保

も考慮する必要があります。商業施設の場合におきましては、買い物に行った機会に併せ

て投票できるという利便性がある一方で、多数の方が訪れる場所でもありますので、新型

コロナウイルス感染症の終息が見込まれない中で、商業施設内に期日前投票所を増設する

こととなりますと、新たな感染者が出ないかという点も懸念しなければなりません。市民

の利便性の向上や投票率向上の重要性は認識しておりますが、懸念となる点もございます

ので、選挙の校正を確保することをまずは第一に考え、今後、期日前投票所の増設につき

まして、検討してまいりたいと考えております。

○議長（下川 俊秀君）

掛田るみ子さん。

○議員（７番 掛田るみ子君）

すみません。二重投票の問題があると、もう５年前とさして変わらない内容のご答弁な

んですね。実際に、見積りを取るなど検討したことはあったのでしょうか。お伺いします。

手短によろしくお願いします。

○議長（下川 俊秀君）

中野選挙管理委員会事務局長。

○選挙管理委員会事務局長（中野 義雄君）

先ほどの植本議員の期日前投票所の増設の検討の質問では、私が令和２年４月１日に選

挙管理委員会事務局長に就任してからのことと思いまして、検討していませんと申し上げ

ましたが、以前に試算した資料では、中間イオンのやすらぎ通りで１日期日前投票所を開
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設した場合、期日前投票システム端末が７４万５,２００円、人件費が１３万４,５８０円、

計８７万９,７８０円、さらにネットワーク環境整備、警備、パーティション等の費用が

別途必要になります。

○議長（下川 俊秀君）

掛田るみ子さん。

○議員（７番 掛田るみ子君）

これは、私が以前に質問したときの見積りだったようなんですけども、選挙管理委員会

の定例会議の中で、投票率向上とか期日前投票所の増設とかが話題になったことはないの

でしょうか。

○議長（下川 俊秀君）

中野選挙管理委員会事務局長。

○選挙管理委員会事務局長（中野 義雄君）

選挙管理委員会の付議議案での期日前投票所の増設についての議案を協議したことはあ

りません。

○議長（下川 俊秀君）

掛田るみ子さん。

○議員（７番 掛田るみ子君）

定例会議では話題になったことはないということで、改めて、前回の中間市議会議員選

挙の投票率についてお伺いします。全体の投票率と１０代、２０代、３０代の投票率をお

聞かせください。

○議長（下川 俊秀君）

中野選挙管理委員会事務局長。

○選挙管理委員会事務局長（中野 義雄君）

平成２９年６月１８日実施の市議会議員一般選挙の１０代の投票率は３９.１％、

２０代の投票率は３０.１％、３０代の投票率は４１.０％でございます。

○議長（下川 俊秀君）

掛田るみ子さん。

○議員（７番 掛田るみ子君）

今、聞かれましたように、残念ながら１０代、２０代、３０代とも過半数以下の投票率

であります。全体の投票率は５６.２％と、その前の選挙よりも持ち直しておりますが、

次の時代を担う若者の投票率の低さに、中間市としての危機感はないのでしょうか。

２０年後、中間市の中核を担う世代であります。次の世代にバトンを託すという観点から、

商業施設や高校など、新しい取組を積極的に行い、政治参加を促すべきではないでしょう

か。平成２８年の答弁では、県内の商業施設の開設は１か所のみでした。平成３０年の答

弁では、商業施設３か所、高校１か所でした。近年の状況をお伺いします。若者の投票率
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への所見と県内の期日前投票所の最近の状況についてお答えください。

○議長（下川 俊秀君）

中野選挙管理委員会事務局長。

○選挙管理委員会事務局長（中野 義雄君）

若者の投票率が低い理由として、選挙に関心がない、時間がないなどが挙げられますの

で、投票率の向上には、若者が政治、選挙に対して理解を深める取組や活動をしていかな

ければならないと考えております。

令和元年７月に執行されました参議院議員通常選挙におきましては、福岡県内で

１３２か所の期日前投票所が設置され、そのうち、商業施設は６か所、学校は３か所で、

期日前投票所が設置されております。

○議長（下川 俊秀君）

掛田るみ子さん。

○議員（７番 掛田るみ子君）

ご答弁にありましたように、着実にそういった投票所は増えてきているということにな

ります。一番最初の答弁で、中間市の場合、商業施設での開設はお客も多く、コロナ禍で

は適切ではないとの認識でありました。見解の相違なのでしょうが、本年１月にありまし

た北九州市議会議員選挙では、商業施設の開設を、前回の衆議院選挙のときの２か所から

一つ増やし、３か所開設しております。予算の問題もあったのでしょうが、どちらかとい

うと新しい取組に対する姿勢と、監査委員事務局と選挙管理委員会事務局とを兼務してい

るという体制の問題も大きいように感じます。いま一度、精査し、検討していただきたい

と思いますが、現場は４月の県知事選挙の準備で余裕がないようですから、副市長の見解

をお聞かせください。

○議長（下川 俊秀君）

白尾副市長。

○副市長（白尾 啓介君）

選挙管理委員会の事務局は、現在、選挙係専任職員として係長１名と会計年度任用職員

１名の２名体制となっています。そして、選挙管理委員会事務局長の職を監査委員事務局

長が併任しておりまして、監査委員事務局の職員２名と総務課の職員３名が選挙管理委員

会事務局員を併任しております。したがいまして、総数８名の職員体制で選挙事務を執り

行うことになっております。併任する職員につきましては、それぞれの固有事務を持つ中

での選挙事務を受け持つことになり、期間が限られているとはいえ、かなり厳しい環境で

の業務となりますが、選挙が執行されるときには他の部署の職員による応援態勢をしっか

りと取っていきたいと考えております。

今年の選挙は監査委員事務局が選挙管理委員会事務局を兼ねる初めての選挙となります

ので、その執行状況を踏まえて、よりよい選挙管理体制のあり方につきましては、また、
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今後も検討してまいりたいと、このように考えております。

○議長（下川 俊秀君）

掛田るみ子さん。

○議員（７番 掛田るみ子君）

副市長、期日前投票所についてはどのようにお考えでしょうか。

○議長（下川 俊秀君）

白尾副市長。

○副市長（白尾 啓介君）

期日前投票所についてでございますけれども、今、総務省からも全国の選挙管理委員会

に対して、駅の構内やショッピングセンターへの期日前投票所の設置あるいは期日前投票

の投票時間の弾力的な設定について、積極的な検討が求められております。そうした中で、

特に大型ショッピングセンターへの設置は、買い物ついでに投票ができて、若者や学生な

どが投票しやすい環境となると思われますので、投票率の向上が期待されます。一方では、

植本議員への質問にもお答えいたしましたように、新たな費用の発生や選挙の公正の確保

も十分に考慮しなければなりません。今後は選挙管理委員会と連携を取りながら、実施の

可能性について検討を進めてまいりたいと考えます。

○議長（下川 俊秀君）

掛田るみ子さん。

○議員（７番 掛田るみ子君）

よろしくお願いいたします。人口減少社会とは、自治体間のサービス競争の時代になっ

たということであります。旧態依然の感覚で同じことをしているだけではどんどん衰退し

てしまうということを互いに肝に銘じるべきです。先の見えない時代だからこそ、新しい

ことを柔軟に取り入れ、開拓していこうではありませんか。中間市発展のために意識改革

を行い、執行部はじめ職員の皆様の力が存分に発揮されますことを切に願い、質問を終わ

ります。ありがとうございました。

………………………………………………………………………………

○議長（下川 俊秀君）

この際、暫時５分間休憩いたします。

午後２時13分休憩

………………………………………………………………………………

午後２時16分再開

○議長（下川 俊秀君）

休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問を続けます。

草場満彦君。
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○議員（８番 草場 満彦君）

公明党の草場満彦でございます。通告に従って一般質問を行います。

中間市公共施設等総合管理計画について質問をいたします。

中間市公共施設等総合管理計画、申し訳ありません。以降、総合管理計画というふうに

表現させていただきます。

総合管理計画は、平成２９年３月に策定をされました。約４年が経ちました。

目的は、公共施設の適正配置と有効活用の方向性を明確にし、今後の公共施設のあり方

についての基本方針を示すことを目的とするとありました。

私は、策定時の平成２９年の総合管理計画が策定されたときに、一般質問で、本計画の

下、今後どのように展開をされるのかとお伺いしました。答弁は、今後は詳細な個別計画

に取り組んでいくとの回答でありました。長くとも２年後ぐらいには、個別計画ができ上

がるというイメージで楽しみに待っておりましたが、やっと４年後、今年度の３月末にで

きるとのことであります。

お伺いいたします。個別施設計画の現状をお尋ねします。

○議長（下川 俊秀君）

福田市長。

○市長（福田 浩君）

平成２８年度に策定いたしました中間市公共施設等総合管理計画に基づきまして、学校

施設、公営住宅、インフラ施設等を除きます市民の皆様が利用する主な施設につきまして、

令和元年度より、２か年におきまして、中間市公共施設等個別施設計画を策定することと

しております。

個別施設計画の策定状況につきましては、令和元年度に対象となります１７施設の建物

の簡易劣化診断による老朽化状況調査を行いまして、調査結果に基づき、公共施設の中長

期的な活用計画を定め、今後の施設の保全を行うための対策費用等の財政負担の平準化を

図るために、作業を進めているところでございまして、今年度中での個別施設計画の策定

完了に向け、取り組んでいるところでございます。

○議長（下川 俊秀君）

草場満彦君。

○議員（８番 草場 満彦君）

申し訳ありません。本計画の目的を、ちょっと再度答弁していただけないですか。

○議長（下川 俊秀君）

大貝公共施設管理室長。

○公共施設管理室長（大貝 憲司君）

個別施設計画では、市民が利用する施設において俯瞰的な視点から捉え、施設の活用方

針並びに存続可能な施設の改修時期と概算事業費を把握し、今後の維持管理に必要な事業
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費を検討することを目的としております。

○議長（下川 俊秀君）

草場満彦君。

○議員（８番 草場 満彦君）

総合管理計画は、先ほど目的はお話しさせていただきました。個別施設計画については、

今課長がおっしゃったように、施設の活用方針、これは一緒なんですけども、その施設の

改修時期と維持管理に必要な事業費を検討することが含まれております。

本個別施設計画は、総合管理計画のうちから、さっき市長が答弁ありましたように、学

校施設と公営住宅、そして道路、橋や上下水道のインフラ施設を除いた施設を対象に計画

を進められております。なぜ、こうやって分離されてあるのかなというのが疑問に上がり

ます。なぜなんでしょうか。そして、除かれた施設はどのようにお考えなのかをお伺いを

いたします。

○議長（下川 俊秀君）

大貝公共施設管理室長。

○公共施設管理室長（大貝 憲司君）

市内に点在する公共施設は全て同じ用途ではなく、過去に様々な目的によって建設され

たものでございます。総合管理計画の中でも記述されておりますとおり、延べ床面積で申

しますと、学校施設が４１％、公営住宅が２０％と全体の６割を占めており、また、イン

フラ系施設につきましては、基本的に箱物系の施設とは、統合化や複合化、集約化等が難

しい施設と考えられます。

よって、個別施設計画を作成するに当たり、この３つの分野の施設につきましては、ま

ずそれぞれの分野で個別施設計画を作成することといたしております。

また、当公共施設管理室では、残りの施設の中で、不特定多数の市民が利用される比較

的規模の大きい、市民サービスに直結した１７施設に絞って個別施設計画の策定に取り組

んでおりまして、そのほかの規模の小さい施設につきましては、従前どおり所管課にて事

後保全等で対応していくのが適切であると考えております。

○議長（下川 俊秀君）

草場満彦君。

○議員（８番 草場 満彦君）

１７施設が今回の対象になっていると、それ以外、教育施設、公営住宅、そしてインフ

ラ施設については、別途、個々で個別計画を進めているというような答弁だと思うんです

が、また後で、最終的には、このことをちょっと挙げたいとは思うんですけども、極論す

れば、もう全て一つにまとめるべきなので、今、大貝課長のところの公共施設管理室のほ

うで１７施設というものだけを限定をして、計画を進めていらっしゃること自体が、ちょ

っと首をかしげるようなことに私自身としたら感じております。



- 97 -

そうしましたら、すみません、その１７施設、ちょっと教えてください。

○議長（下川 俊秀君）

大貝公共施設管理室長。

○公共施設管理室長（大貝 憲司君）

一つ一つ、全てで……。

○議員（８番 草場 満彦君）

名前をずらっと読み上げるだけで……。

○公共施設管理室長（大貝 憲司君）

働く婦人の家、なかまハーモニーホール、地域交流センター、人権センター、中央公民

館、市民図書館、生涯学習センター、武道場天道館、体育文化センター、さくらの里農産

物直売所、子育て支援センター、さくら保育園、保健センター、ハピネスなかま、市役所、

消防署、中間市チャレンジショップでございます。

○議長（下川 俊秀君）

草場満彦君。

○議員（８番 草場 満彦君）

さっきの学校施設とかインフラ以外に、まずこの１７施設以外にも、大小たくさんの施

設が残っているように思います。例えば、野球場とか、消防の格納庫にしても、あとテニ

ス場とか市民トイレ、あと弓道場とか公園等々、中間市が保有している公共施設たくさん

ありますけども、何かの線引きがあって、そうやって今回対象から外れたんでしょうか。

何かの理由があるんですか。

○議長（下川 俊秀君）

大貝公共施設管理室長。

○公共施設管理室長（大貝 憲司君）

一応、この線引きと言われますのは、建物に限って２００平米以上の施設を絞って

１７施設ということにしております。

○議長（下川 俊秀君）

草場満彦君。

○議員（８番 草場 満彦君）

その建物に限れば２００ということで、建物でないもの、さっき言った野球場とか、要

は箱物、大物の箱物を優先して、今回に限っては計画を進めていますと。あとの小物につ

きましては、箱物についても、例えば弓道場等も、保全の仕方によっては計画を立てずに、

その都度都度、対応が可能だということで外してあるというふうに理解してよろしいです

か。

○議長（下川 俊秀君）

大貝公共施設管理室長。
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○公共施設管理室長（大貝 憲司君）

そのとおりでございます。

○議長（下川 俊秀君）

草場満彦君。

○議員（８番 草場 満彦君）

総合的にはまた後で話題にしたいと思いますので、次の質問に移ります。

今申しましたような、個別施設計画に属していない学校施設について質問をいたします。

午前中、ほかの議員さんからも質問がありましたけども、学校施設再編基本計画の現状

をお伺いをいたします。

○議長（下川 俊秀君）

佐伯教育部長。

○教育部長（佐伯 道雄君）

学校施設再編基本計画は、本計画を策定するために教育委員会が依頼した、任意組織と

いう位置づけで策定委員会を設置し、学識経験者、地域代表、保護者代表、学校関係者代

表を委員に迎えた有識者会議で検討を進めることとしております。

本基本計画は、将来的な学校のあり方とともに、その学校数や学校の配置について、教

育委員会としての提案を形づけるものとしておりますが、コロナ禍の影響もあり、予定ど

おりに開催することがかなわず、現状としましては、令和２年１２月１５日に第１回会議

を開催し、基本計画策定に向けた再編案のあり方について、計画策定の背景や目的、教育

環境の現状などを説明したところでございます。

２度目の緊急事態宣言の解除を踏まえ、第２回を開催する予定となっております。その

後は、コロナ情勢を注視しながら速やかに議論を進め、来年度のできる限り早い時期に、

市民の皆様に目に見える形で基本計画をお示ししたいと考えております。

○議長（下川 俊秀君）

草場満彦君。

○議員（８番 草場 満彦君）

去年１２月に１回実施しましたと。もともと第１回目はいつ頃予定されてあって、完了

はいつまでに完了しようというふうに思っていらっしゃったんでしょうか。予定されてあ

ったんでしょうか。

○議長（下川 俊秀君）

北原教育施設課長。

○教育施設課長（北原 鉄也君）

令和２年５月に第１回を開催しまして、本年度中の完了を予定しておりました。

○議長（下川 俊秀君）

草場満彦君。
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○議員（８番 草場 満彦君）

私もそういうふうに理解をしておりました。なぜかというと、さっきも言いましたよう

に、個別の施設計画が別途検討とは、別に外してからの部分ではありましたけど、多分そ

れに足並みそろえた形で、結果、基本方針みたいなものができ上がるんであろうなという

認識でありました。それが、随分とずれ込んでいるようにも思いますが、今後のスケジ

ュールというのは立てていらっしゃるんでしょうか。

○議長（下川 俊秀君）

北原教育施設課長。

○教育施設課長（北原 鉄也君）

今後、少なくとも４、５回程度の会議を開催しまして、本計画の策定時期、これにつき

ましては、先ほど教育部長が申し上げましたとおり、来年度のできる限り早い時期に完了

することを目指していきたいと考えております。

○議長（下川 俊秀君）

草場満彦君。

○議員（８番 草場 満彦君）

これ、参考までに申し上げます。次の質問で、上水道課のほうに質問をいたしますけど

も、上水道課のほうでもあり方検討委員会立ち上げていただいて、今からのあり方につい

て諮問をし、答申が何か今月のうちに上がって、５回の協議が終えて答申を市長のほうに

持っていきましたというふうな事前の打合せでお聞きをしております。片や終了して、片

やできていないというのも、ちょっとなぜなのかなというふうに思うところがございます。

本市の将来に関わる子どもたちの教育の事案でありますので、十分に時間をかけて丁寧

に検討すべきことは理解をしているつもりでありますが、今基本計画が、学校施設、そし

て総合管理計画にも深く関係してくると思いますので、早急に対応が必要なのかなという

ふうに考えます。

私自身も、小中学校の編成を強く望む議員の一人であります。今回の再編基本計画の策

定への動きを非常に高く評価するものであります。しかし、悔やまれるのは、もっと早く

再編が実施をされ、完了さえしていれば、学校施設の耐震化とかエアコン設置等が、格段

の低コストで実施できていたんではないのかなということが悔やまれる次第でございます。

一日も早い再編の実施が、財政面でも大きな効果が出るものと考えております。

そこで伺います。再編基本計画を策定してから、以降の流れを教えてください。

○議長（下川 俊秀君）

片平教育長。

○教育長（片平 慎一君）

学校施設再編基本計画策定委員会で検討した内容につきまして、取りまとめた基本計画

を教育委員会に諮り、その後、教育委員会から市長に学校再編に関する提言を行っていき
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ます。市の方針が決定いたしましたら、住民説明会を通じて市民への周知を図り、新設す

る学校の準備のための開校準備室を行政内部に設置し、専門部会を立ち上げ、学校開校を

目指していく予定にしております。

○議長（下川 俊秀君）

草場満彦君。

○議員（８番 草場 満彦君）

市の方針が決定してからも、校区等のもろもろの見直し等で、相当の時間と財源がかか

るんではないかというふうに想像ができます。しかし、まずは一日も早い再編基本計画の

策定を要望をいたします。

次の質問に移ります。

これも個別施設計画に入っていなかったインフラ施設の水道施設について質問をいたし

ます。

上水道事業の個別計画の現状をお伺いいたします。

○議長（下川 俊秀君）

安徳環境上下水道部長。

○環境上下水道部長（安徳 保君）

近年、水道施設のインフラの老朽化が全国的に問題となっており、本市の水道施設もそ

の例外ではございません。これらの老朽した施設で水道事業を続けていくということは、

安心、安全な水づくりの観点からも危惧をしており、老朽化した施設を速やかに更新しな

ければいけない時期が来ていると考えております。

また、埋設管の更新は、重要な課題として認識しており、更新距離を増加させており、

可能な限り補助金等を活用したいと考えております。

施設の老朽化を含めた今後の水道事業の将来のあり方を検討していただくため、外部の

有識者を集めて、中間市水道事業あり方検討委員会を設置し、５回の審議を行い、２月

１５日に市長に答申されました。

今後は、この答申の内容を参考にしながら、施設の更新や水道事業の将来の方向性を検

討していきたいと考えております。

○議長（下川 俊秀君）

草場満彦君。

○議員（８番 草場 満彦君）

水道施設のインフラについては、随分以前に、我が党、公明党の掛田議員も一般質問で

取り上げ、問題提起をいたしましたが、あえて再度取り上げさせていただきました。

答弁の中で、埋設配水管の更新を国の補助金を活用したいとありましたが、補助金の活

用状況を教えてください。できれば、他行政との比較ができればありがたいんですが、い

かがでしょうか。
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○議長（下川 俊秀君）

田中上水道課長。

○上水道課長（田中 秀一君）

既存の補助金制度の適用条件には、水をつくるためにかかる費用が、ある一定の金額以

上の水道事業体というふうに定められておりますので、本市におきましては、更新事業の

補助金は頂いておりません。それは、今、先ほどの文言の中で定められた事業体と言いま

すのは、資本単価のことでございますが、本市は、資本単価が低いということでございま

す。

次に、他都市の状況でございますが、資本単価の高い事業体に関しましては、石綿管更

新事業などを補助工事で更新した事例を聞いております。また、資本単価が安い事業体は、

本市と同じように更新事業に補助金を頂いていないということを聞いております。

○議長（下川 俊秀君）

草場満彦君。

○議員（８番 草場 満彦君）

確認なんですが、費用が一定以上とか、単価が高い、安い、要は中間市は、単価が安い

ですよね、水道料金にしても。その単価が、水道料金最大限努力して、市民の皆様方に安

い料金で水を提供しているところについては、言い方がどうかと思うですけど、補助金が

出ていないと。高い料金のところには、反対に埋設管の修復、そういったものに使える補

助金が出ているというふうに理解していいんですか。

○議長（下川 俊秀君）

田中上水道課長。

○上水道課長（田中 秀一君）

そのとおりでございますが、付け加えますと、資本単価と申しますのは、１トン当たり

にどれくらいのお金をかけて水をつくっているかというお金のことでございます。

○議長（下川 俊秀君）

草場満彦君。

○議員（８番 草場 満彦君）

違う方から聞いたんですけども、隣の直方市については、水の料金が高いということは、

つくっている単価が、資本単価自体も高いから、多分そうやったものを、補助金を頂いて、

埋設管の布設替えに使っているんではないのかなというふうにも想像もできます。

真面目に、堅実に水道事業を展開してきたこの中間市が、なぜ、そうやって補助金が頂

けないのかという部分では、ちょっと、なぜという気持ちが物すごく湧いてくる部分では

あるんですが、なおかつ個人的には何とかしたいという思いはあるんですが、何もできな

いのが現状でございますので、申し訳ない限りでございます。

次に、前市長、松下市長のときも、有識者の方に諮問をした施設の一つであります西部
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浄水場の現状を教えてください。

○議長（下川 俊秀君）

安徳環境上下水道部長。

○環境上下水道部長（安徳 保君）

西部浄水場に関しましては、昭和５６年に築造して以来、ほとんど更新は行われており

ません。構造物の中でも、特に、電気や機械設備の老朽化が顕著で、耐用年数を超えてお

り、日々の点検や補修等により維持をしているのが現状でございます。早急に対策を講じ

なければならない時期に来ているとも考えております。

この問題に関しましては、中間市水道事業あり方検討委員会の答申を参考に、建て替え、

改修、広域連携を見据えた施設の共有化等の協議をし、西部浄水場の将来を検討したいと

考えております。

○議長（下川 俊秀君）

草場満彦君。

○議員（８番 草場 満彦君）

毎年の決算のときに、水道事業については、黒字経営ということで頑張っていらっしゃ

るのではあるんですが、今後は、今問題提起しましたような水道施設のインフラの老朽化

に伴う埋設管の更新を、ほぼ自前の予算立てで実施をしなければならない、また、早急な

判断、対応が求められる西部浄水場を抱えていると。仮に、西部浄水場、更新、造り変え

るとしたときには、数十億のお金、予算が必要になるということも聞いた記憶がございま

す。

私が、水道とか学校施設とかを取り上げて質問させていただいて、何を言いたかったの

かというと、学校施設でもやっぱり再編をした場合には、教育施設に対して多額の予算が

必要になることが、すぐではありませんね、まだ計画自体が途中ですから。なおかつ方向

が決まったとしても、いろんなものが整った上で初めて着工できると思うんですが。そう

やった将来的に、すごい財政的な出動があるであろうということと、身近な浄水について

も、そのインフラの施設の老朽化を自前予算で、予算を捻出しないといけない、そうやっ

た事案がたくさんあります。私は今回二つしか挙げていませんけども、ほかにもたくさん

のそうやった、将来的な予算が必要になるものがたくさんあるようにも聞いておりますの

で……。

最初に質問をしました個別施設計画の１７施設を含めた全ての本市が持っている公共施

設を維持管理するためには、限られた予算の中で優先順位をつけて実施をしなければなら

ない、この現実を考えたときには、本当、ぞっといたします。

総合管理計画は、今の本市の財政状況を見れば、早急に整えなければならない計画だと

思います。念を押しますけども、１７とかそういったものではなくて、全ての公共施設が

対象だと思います。
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私は、総合管理計画に属する全ての施設の計画の進行管理は、一つの部署で一体的に実

施すべきであると考えております。それが、実施できる体制が今、整っているのかなとい

うことを考えたときに、個人的には不十分ではないのかなというふうに判断をしておりま

す。

現状、どこの部署が全体を取りまとめているのか、でまた、今で十分だというふうにお

考えなのか、そういうところをちょっと答弁していただけますか。どういうふうに考えて

いらっしゃるのか。

○議長（下川 俊秀君）

福田市長。

○市長（福田 浩君）

現状は、本市における公共施設全体、この方向性につきましては、庁内の組織でありま

す公共施設等総合管理計画推進会議、これによって協議を重ねまして、最終的には、最高

意思決定機関であります庁議で決定していくこととなると考えております。

しかしながら、今、議員が本当に心配をしていただいたように、本市は本当に待ったな

しの改革、それから、地方自治における、今まで先送りにしてきたそのツケが今回ってき

ている、そのためには、やはり強いリーダーシップを発揮して、そして皆さんに納得をし

てもらえるようなそういう施策をつくっていかなきゃいけないというふうに思っておりま

す。時間をかければいいってもんじゃないと思います。しかしながら、強引にやってもい

いってもんでもないと思います。この辺の今、ちょうど一番端境期といいましょうか、境

に来ているんだなというふうに思っております。

いずれにしましても、今ご質問頂いたこと、それから頂いたご意見、非常に真摯に受け

止めまして、庁内でも真剣に、厳に受け止めて、検討して実現してまいりたいと思ってお

ります。

○議長（下川 俊秀君）

草場満彦君。

○議員（８番 草場 満彦君）

くどいようで言います。決してその揚げ足を取るつもりで言うんじゃないんですが、上

水道の答弁の中には、あり方検討委員会の答申を参考にしながら検討をしていくという内

容でございました。また、教育委員会のほうも、再編案を教育委員会に諮った後に、市長

に提言し、その後に市民への説明等云々、次のステップにという説明でございました。

私が申し上げている総合管理計画というものの部分からちょっとではなく、単体で動い

ていらっしゃるように見えるところがありましたので、でき得れば、さっき申しましたが、

予算一つしかないんですよね。誰かが決めないといけない、優先順位を決めないといけな

い、そうやった中で単体で動いていたって、まとまりがつくわけないもんですから、総合

管理計画が重要な判断基準になるのではないかなということを思いまして、次の事項を履
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行していただきたいことを要望いたします。

それは何かと言いましたら、平成２９年に策定された中間市公共施設等総合管理計画の、

ページは１２９ページなんですけども、第８章の１、推進体制の（２）庁内推進体制の整

備でございます。ちょっと本文を読みます。

庁内推進体制の整備。

「これまで、公共建築物の改修や維持管理、インフラ資産の長寿命化などについては、

それぞれの分野で個別に取組みが進められてきた。本計画策定後の庁内推進体制としては、

計画の進行管理と公共施設等にかかる更新、修繕等の年度計画の実践、管理等を一つの部

署で一体的に実施していく、ハード面の事業評価の可能な専門部署の設置を検討する。そ

の結果、専門部署の設置が厳しい場合は、公共施設の更新や大規模改修等の実施にあたっ

て庁内横断的な意思決定や調整を図るための推進委員会等創設を含めた、組織づくりが必

要となる。」というふうに、ちゃんとこの時点で、平成２９年に、きっちりした組織が必

要だと、体制づくりが必要だということを理解をされて、このまとめられた総合計画の中

にもうたってあるわけですから、その体制づくりを早く実践していただきたいし、何より

その前にも、個別の計画、これ自体を、ばらばらではなく、やっぱり最終的には一つにま

とめた形で、一つの部署でしっかりと管理していく体制づくりを取っていただきたいなと

いうことを要望しまして、一般質問を終了いたします。よろしくお願いいたします。

○議長（下川 俊秀君）

この際、暫時５分間休憩いたします。

午後２時50分休憩

………………………………………………………………………………

午後２時52分再開

○議長（下川 俊秀君）

休憩前に引き続き会議を開きます。

────────────・────・────────────

日程第２．承認第２号

○議長（下川 俊秀君）

これより、日程第２、承認第２号専決処分を報告し、承認を求めることについて（令和

２年度中間市一般会計補正予算（第１１号））を議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（下川 俊秀君）

質疑なしと認めます。

お諮りいたします。ただいま議題となっております承認第２号は委員会の付託を省略し

たいと思いますが、これにご異議ありませんか。



- 105 -

（「異議なし」の声あり）

○議長（下川 俊秀君）

ご異議なしと認め、委員会の付託を省略することに決しました。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（下川 俊秀君）

討論なしと認めます。

これより承認第２号専決処分を報告し、承認を求めることについて（令和２年度中間市

一般会計補正予算（第１１号））を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（下川 俊秀君）

ご異議なしと認めます。よって、承認第２号は原案のとおり承認されました。

────────────・────・────────────

日程第３．第５号議案

日程第４．第６号議案

日程第５．第７号議案

日程第６．第８号議案

○議長（下川 俊秀君）

次に、日程第３、第５号議案から、日程第６、第８号議案までの令和２年度各会計補正

予算４件を一括議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（下川 俊秀君）

質疑なしと認めます。

ただいま議題となっております令和２年度各会計補正予算４件は、会議規則第３７条第

１項の規定により、それぞれ所管の各常任委員会に付託いたします。

────────────・────・────────────

日程第 ７．第 ９号議案

日程第 ８．第１０号議案

日程第 ９．第１１号議案

日程第１０．第１２号議案

日程第１１．第１３号議案

日程第１２．第１４号議案

日程第１３．第１５号議案
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○議長（下川 俊秀君）

次に、日程第７、第９号議案から、日程第１３、第１５号議案までの条例改正７件を一

括議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（下川 俊秀君）

質疑なしと認めます。

ただいま議題となっております条例改正７件は、会議規則第３７条第１項の規定により、

所管の各常任委員会に付託いたします。

────────────・────・────────────

日程第１４．第１６号議案

日程第１５．第１７号議案

○議長（下川 俊秀君）

次に、日程第１４、第１６号議案及び日程第１５、第１７号議案の条例制定２件を一括

議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（下川 俊秀君）

質疑なしと認めます。

ただいま議題となっております条例制定２件は、会議規則第３７条第１項の規定により、

所管の各常任委員会に付託いたします。

────────────・────・────────────

日程第１６．第１８号議案

日程第１７．第１９号議案

日程第１８．第２０号議案

○議長（下川 俊秀君）

次に、日程第１６、第１８号議案から、日程第１８、第２０号議案の市道路線３件を一

括議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（下川 俊秀君）

質疑なしと認めます。

ただいま議題となっております市道路線３件は、会議規則第３７条第１項の規定により、

所管の産業消防委員会に付託いたします。

────────────・────・────────────
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日程第１９．第２１号議案

○議長（下川 俊秀君）

次に、日程第１９、第２１号議案福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団

体の数の増加及び福岡県市町村職員退職手当組合の規約の変更を議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（下川 俊秀君）

質疑なしと認めます。

お諮りいたします。ただいま議題となっております第２１号議案は、委員会の付託を省

略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（下川 俊秀君）

ご異議なしと認め、委員会の付託を省略することに決しました。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（下川 俊秀君）

討論なしと認めます。

これより、第２１号議案福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の

増加及び福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更についてを採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（下川 俊秀君）

ご異議なしと認めます。よって、第２１号議案は原案のとおり可決されました。

────────────・────・────────────

日程第２０．会議録署名議員の指名

○議長（下川 俊秀君）

これより、日程第２０、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、会議規則第８５条の規定により、議長において山本慎悟君及

び中尾淳子さんを指名いたします。

────────────・────・────────────

○議長（下川 俊秀君）

以上で、本日の日程は全て終了いたしましたので、本日はこれにて散会いたします。

午後２時56分散会

──────────────────────────────
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